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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

売上高 (百万円) 130,377 139,047 140,451 165,155 152,267

経常利益又は経常損失
（△）

(百万円) 1,166 △11,002 △18,563 △8,584 △13,966

当期純利益又は当期純損
失（△）

(百万円) 1,762 △9,281 △31,983 △15,429 △3,307

包括利益 (百万円) △337 △8,675 △29,793 △14,870 △4,168

純資産額 (百万円) 35,742 27,056 12,257 13,781 17,011

総資産額 (百万円) 136,557 131,139 139,229 160,580 125,357

１株当たり純資産額 (円) 136.54 102.17 △14.64 △73.00 △56.56

１株当たり当期
純利益金額又は当期純損
失金額（△）

(円) 6.88 △36.25 △124.91 △60.26 △11.25

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 25.6 19.9 8.1 7.9 13.5

自己資本利益率 (％) 5.0 △30.4 △171.0 △128.8 △22.3

株価収益率 (倍) 24.0 ― ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,542 △8,490 △15,430 △9,851 △4,821

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △19,959 △5,170 △6,913 △16,313 18,209

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 8,268 6,292 29,742 31,349 △13,707

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 15,125 7,599 14,973 20,498 20,940

従業員数 (名) 478 508 499 486 408
 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、平成23年３月期は潜在株式が存在しないため、ま

た、平成24年３月期は１株当たり当期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。ま

た、平成25年３月期、平成26年３月期及び平成27年３月期は潜在株式が存在するものの、１株当たり当期純

損失であるため記載しておりません。

３ 株価収益率については、平成24年３月期、平成25年３月期、平成26年３月期及び平成27年３月期は当期純損

失を計上しているため記載しておりません。

４ 従業員数は、就業人員数を表示しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

海運業収益 (百万円) 118,270 127,115 129,246 152,586 123,790

経常利益又は経常損失
（△）

(百万円) 1,861 △11,775 △20,128 △4,366 △14,256

当期純利益又は当期純損
失（△）

(百万円) 2,101 △12,588 △32,301 △13,459 △2,660

資本金 (百万円) 13,258 13,258 20,758 28,958 28,958

発行済株式総数       

普通株式 (株) 263,549,171 263,549,171 263,549,171 263,549,171 413,269,551

Ａ種種類株式 (株) ― ― 15,000,000 31,400,000 31,400,000

Ｄ種種類株式 (株) ― ― ― ― 8,500,000

純資産額 (百万円) 38,197 25,217 7,394 10,248 16,094

総資産額 (百万円) 90,409 82,780 78,469 79,730 62,917

１株当たり純資産額 (円) 149.17 98.48 △29.71 △82.61 △58.67

１株当たり配当額
(内１株当たり中間配当額)

(円)
(円)

― ― ― ― ―
(―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり当期
純利益金額又は当期純損
失金額（△）

(円) 8.21 △49.16 △126.16 △52.57 △9.05

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 42.3 30.5 9.4 12.9 25.6

自己資本利益率 (％) 5.6 △39.7 △198.1 △152.6 △20.2

株価収益率 (倍) 20.1 ― ― ― ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

従業員数 (名) 184 206 202 179 154
 

(注) １ 海運業収益には、消費税等は含まれておりません。

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、平成23年３月期は潜在株式が存在しないため、ま

た、平成24年３月期は１株当たり当期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。ま

た、平成25年３月期、平成26年３月期及び平成27年３月期は潜在株式が存在するものの、１株当たり当期純

損失であるため記載しておりません。

３ 株価収益率については、平成24年３月期、平成25年３月期、平成26年３月期及び平成27年３月期は当期純損

失を計上しているため記載しておりません。

４ 従業員数は、就業人員数を表示しております。
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２ 【沿革】
 

年月 沿革

明治25年２月

 
昭和８年９月

別子鉱山(後の住友鉱業株式会社)、所有船御代島丸により新居浜/尾道間で貨客の運送を開始。(当

社創業)

会陽汽船株式会社、神戸市に設立。

昭和17年５月

昭和21年５月

住友鉱業株式会社船舶部他13社の企業合同により、中央汽船運航株式会社を新居浜市に設立。

中央汽船運航株式会社、中央汽船株式会社に商号変更。

昭和22年12月

昭和24年７月

昭和24年10月

会陽汽船株式会社、ファーストシッピング株式会社に商号変更。

中央汽船株式会社、大阪証券取引所に上場。

ファーストシッピング株式会社、第一汽船株式会社に商号変更。

昭和24年11月 中央汽船株式会社、東京証券取引所に上場。

昭和25年７月 第一汽船株式会社、東京・大阪の各証券取引所に上場。

昭和33年10月 子会社、第一船舶㈱(現第一中央内航㈱)を設立。

昭和35年10月 第一汽船株式会社と中央汽船株式会社が合併し、第一中央汽船株式会社を設立。本社を神戸市に置

き東京支社、大阪支店、若松支店、ロンドン在勤員事務所を設置。発足時資本金16億２千万円。

昭和35年12月 東京・大阪の各証券取引所に上場。

昭和39年６月 本社を東京に移転。

昭和40年１月 子会社、第一中央舶用装備㈱(現第一中央マリン㈱)を設立。

昭和41年３月 和歌山出張所開設。

昭和42年４月 資本金を20億円に増資。

昭和44年３月 ニューヨーク在勤員事務所(現ニューヨーク事務所)開設。

昭和44年４月 資本金を30億円に増資。

昭和46年９月 鹿島出張所開設。

昭和49年12月 資本金を60億円に増資。

昭和50年11月 マニラ在勤員事務所(現マニラ事務所)開設。

昭和57年６月 資本金を100億円に増資。

昭和57年９月 第１回物上担保附転換社債60億円を発行。

昭和58年８月 当社額面普通株式１株を10株に分割(額面を50円に変更)。

昭和62年３月 子会社、Mars Shipping Co., S.A.を設立。

昭和63年９月 転換社債の転換により資本金122億95百万円。

平成元年４月 ホンコン在勤員事務所(現ホンコン事務所)開設。

平成２年12月 第１回米貨建分離型新株引受権付社債１億１千万ドルを発行。

平成３年３月 米貨建分離型新株引受権付社債の権利行使により資本金123億96百万円。

平成４年５月 当社額面普通株式１株を1.07株に分割。資本準備金の一部組み入れにより資本金132億58百万円。

平成11年11月 本社事務所を東京都中央区より東京都江東区に移転。

平成14年12月 上海在勤員事務所(現上海事務所)開設。

平成19年11月 本社事務所を東京都江東区より東京都中央区に移転。

平成22年４月 ベトナム事務所開設。

平成25年２月 Ａ種種類株式発行により資本金207億58百万円。

平成25年３月 第１回乃至第５回無担保社債52億90百万円を発行。

平成25年６月 Ａ種種類株式発行により資本金289億58百万円。

平成26年４月 簡易吸収分割により近海不定期船事業を第一中央近海株式会社に集約。

平成26年７月 Ｄ種種類株式発行と同時に資本金及び資本準備金を減少し、欠損を填補。
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社29社及び関連会社５社からなり、当社グループのセグメントは、海外の不定期航路

にて事業展開をおこなっている外航海運業、本邦での海上輸送をおこなっている内航海運業のほかに、船舶管理業等

の海運附帯事業、船用品等商品販売業、不動産賃貸業、システム機器保守等受託業に区分され、国内外において事業

展開をおこなっております。

当該事業における当社並びに主要な子会社及び関連会社の位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりでありま

す。　

 

事業区分 事業の概要 主要な子会社及び関連会社

外航海運業

　荷主等取引先のニーズに広汎に応えうる各種専用

船、LPG船、一般撒積船等の船隊整備を行っており、

その中核となる船腹は当社社船並びに国内外関係会社

及び他社よりの用船をもって構成し、安定船腹の確保

を図り、世界的規模での事業展開を行っております。

第一中央近海㈱

Mars Shipping Co., S.A.

Laurel Maritime Co., Ltd.

Star Bulk Carrier Co., S.A.

ほか子会社18社

　　関連会社４社

内航海運業

　当社並びに国内関係会社により、セメント等の各種

専用船並びに一般貨物船の船隊整備を行い、国内需要

家向けに、事業展開を図っております。

第一中央内航㈱

第一中央興産㈱

和光海運㈱

 
その他

　船舶管理業務等の海運附帯事業につきましては、主

に当社グループの中心である海上輸送を支えるものと

して、船舶運航支援等をグループの事業として行って

おります。

　また、船用品等商品販売業、不動産賃貸業、システ

ム機器保守等受託業につきましては、グループの経営

基盤の強化及び事業多角化の一環として、関係会社を

通じて営んでおります。

第一中央マリン㈱

第一中央内航㈱

第一中央興産㈱

第一中央システムズ㈱

ほか子会社２社

　　関連会社１社
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事業系統図は、次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金

又は出資金
主要な事業
の内容

議決権の所有
割合

役員の
兼任等

関係内容

(連結子会社)  百万円  ％ 名  

第一中央内航㈱ 大阪市西区 150
内航海運業
その他

100.0
３
(２)

所有船及び裸用船を当社が定期用
船しております。

第一中央マリン㈱　　 東京都中央区 220 その他 100.0
３
(２)

当社の関係会社の船舶の管理を委
託しております。

第一中央ロジスティクス
㈱　

東京都中央区 186 外航海運業 86.0
３
(１)

当社運航船の海運仲立業務を行っ
ております。

第一中央興産㈱ 東京都中央区 250
内航海運業
その他

100.0
３
(２)

所有船は第一中央内航㈱及び和光
海運㈱が裸用船しております。

第一中央近海㈱  東京都中央区 115 外航海運業 100.0
３
(２)

当社との間で、会社運営業務、運
航業務につき委託契約を結んでお
ります。

第一中央システムズ㈱ 東京都中央区 50 その他 100.0
３
(２)

当社のシステム機器等の保守点検
等を委託しております。

鹿島実業㈱ 茨城県鹿嶋市 80 その他 100.0
３
(２)

当社運航船に対して船用資材等の
販売を行っております。

和光海運㈱ 大阪市西区 10 内航海運業
100.0
(100.0)

０
(０)

裸用船を当社が定期用船しており
ます。

Mars Shipping Co., S.A.
　　　　　　　　(注)２

Republic of
Panama

5,009 外航海運業 100.0
３
(１)

所有船を当社が定期用船しており
ます。

Laurel Maritime
Co., Ltd.

Cyprus
EURO

5,745千 外航海運業 100.0
３
(１)

所有船及び裸用船を当社が定期用
船しております。

Hawk Shipping S.A.
Republic of
Panama

US.$

５千 外航海運業
100.0
(100.0)

１
(０)

―

Daiichi Chuo Shipping
(Singapore) Pte Ltd

Singapore
S.$

1,000千 外航海運業 100.0
３
(０)

当社運航船の海運仲立業務を行っ
ております。

Star Bulk Carrier
Co., S.A.  　

Republic of
Panama

1,301 外航海運業 100.0
３
(１)

所有船及び裸用船を当社が定期用
船しております。

Pluto Navigation S.A.
Republic of
Panama

２ 外航海運業 100.0
３

 (１)
―

Thanh Hoa Shipping
Co.,S.A.

Republic of
Panama

US.$

10千 外航海運業 100.0
３

 (０)
所有船は当社の関係会社が裸用船
しております。

Primero Shipping S.A.
Republic of
Liberia

30 外航海運業
100.0
(100.0)

―
所有船は当社が定期用船しており
ます。

Gomeisa Maritime S.A.
Republic of
Panama

US.$

10千 外航海運業 100.0
３
(１)

―

Centro Shipping S.A.
Republic of
Panama

US.$
 

100千 外航海運業
100.0
(100.0)

―
所有船は当社が定期用船しており
ます。

TDC Shipping S.A.
Republic of
Panama

3 外航海運業 100.0
３

 (１)
所有船は当社が定期用船しており
ます。

他４社       
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名称 住所
資本金

又は出資金
主要な事業
の内容

議決権の所有
割合

役員の
兼任等

関係内容

(持分法適用関連会社)       
Maranaw Luzon
Shipping Co., Inc.

Philippine
(Manila)

PESO

10,000千 その他
25.0
(25.0)

１
(０)

当社用船への船員の配乗を行って
おります。

Procyon Maritime S.A.
Republic of
Panama

US.$

10千 外航海運業 50.0
２
(１)

―

Shagang Daiichi
Shipping Co., Ltd.

Hong Kong
US.$

12千 外航海運業 50.0
２

 (１)
―

 　　
(注) １　「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

　　 ２　特定子会社であります。

３　議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。

４　連結子会社及び持分法適用関連会社の役員の兼任等の数字は、当社役員及び職員の兼任数であり、(　)内は

当社役員による兼任で内数であります。

５　連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過の状況にある関係会社はありません。

６　第一中央近海㈱については、売上高の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

　　　　 主要な損益情報等　①　売上高　　　19,662百万円

                          ②　経常利益      960 〃

                          ③　当期純利益    571　〃

                          ④　純資産額    1,888　〃

                          ⑤　総資産額　　 4,024　〃

 

名称 住所
資本金

又は出資金
主要な事業
の内容

議決権の被所有
割合

役員の
兼任等

関係内容

(その他の関係会社)  百万円     

㈱商船三井　　　(注) 東京都港区 65,400 外航海運業 16.99
兼任１
転籍２

船舶の共同運航及び船舶の貸渡を
行っております。

 

(注) 　有価証券報告書の提出会社であります。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成27年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

外航海運業 212

内航海運業 133

その他 16

全社(共通) 47

合計 408
 

(注) １　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへ

の　　　　

　　　　 出向者を含む就業人員数であります。

　　 ２ 従業員数が前連結会計年度末に比べ78名減少しておりますが、その主な理由としては、連結子会社２社

　　　　 の全株式を譲渡し、当該２社を連結の範囲から除外したことによるものであります。

 

(2) 提出会社の状況

平成27年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

154 38.9 14.9 6,790
 

 

セグメントの名称 従業員数(名)

外航海運業 101

内航海運業 6

全社(共通) 47

合計 154
 

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３　全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

 

(3) 労働組合の状況

(陸上)

陸上従業員は、第一中央汽船労働組合を昭和35年10月１日に結成しております。労使間においては特記すべき事

項はありません。

(海上)

海上従業員は、全国産業別単一労働組合である全日本海員組合に加入しております。労使間においては特記すべ

き事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度の世界経済を概観いたしますと、米国経済は個人消費の伸びや雇用情勢の改善等を背景に回復基

調が継続し、年度前半足踏みしていた欧州経済も年度後半には個人消費の増加、ロシア・ウクライナ問題の悪化一

服等により持ち直しの兆しを見せました。また、これまで世界経済を牽引してきた中国経済をはじめとする新興国

経済の成長は軒並み鈍化しております。わが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融政策の効果により企業収益が

改善し雇用・所得が改善傾向にあるなか、消費は緩慢に推移しましたが、全体として景気は回復傾向でありまし

た。

　海運業界におきましては、円安の進行に加え、原油価格の下落を受けて漸く秋頃より燃料油価格が低下したもの

の、外航不定期船市況は依然として船腹過剰による需給不均衡が解消されず、若干の上下はありましたが年度をと

おして極めて低位に推移し、特に平成27年１月からは史上稀に見る水準まで落ち込み非常に厳しい状況が続きまし

た。一方、内航海運市況は、石炭輸送量が比較的高い水準となり、全体として堅調に推移しました。

　このような状況のもと、当社グループは、平成26年３月に発表した新中期経営計画に基づき、第三者割当による

85億円の種類株式の発行によるさらなる資本増強に加え、子会社株式の譲渡・資産の売却・用船契約の解約等を実

行し、船隊規模の適正化による市況リスクの低減を図るとともに、減速運航による燃料費の削減や一般管理費の削

減を徹底するなど、コストを最小限に抑えるべく努めてまいりました。しかしながら、想定を大きく下回る市況の

低迷を受け、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は1,522億67百万円（前連結会計年度比128億88百万

円、7.8％減）、営業損失は131億90百万円（前連結会計年度は66億81百万円の営業損失）、経常損失は139億66百

万円（前連結会計年度は85億84百万円の経常損失）となりました。また、平成22年６月21日に提起された「オー

シャン・ビクトリー」号の座礁事故に係る訴訟につきましては、平成25年７月30日に英国高等法院によって言い渡

された第一審判決で、当社は、船主に対する損害賠償費用及びこれに対する金利並びに訴訟費用の支払いを命じら

れましたが、平成27年１月22日、英国控訴院は当社の控訴を認容し第一審判決を取り消す第二審判決を言い渡しま

した。これにより第一審判決に基づき計上した訴訟損失引当金57億63百万円の戻入を特別利益として計上し、ま

た、船隊規模縮小を進めた結果、固定資産売却益70億６百万円を特別利益として計上いたしました。一方、保有船

舶の減損損失27億５百万円を特別損失として計上したことで、当期純損失は33億７百万円（前連結会計年度は154

億29百万円の当期純損失）となりました。

　

また、セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

＜外航海運業＞　

外航海運業につきましては、売上高1,357億65百万円と前連結会計年度比135億２百万円、9.0％減少し、営業損

失は142億38百万円（前連結会計年度は76億11百万円の営業損失）となりました。

 

　専用船部門　

専用船部門におきましては、国内外製鉄会社向けの鉄鉱石、石炭をケープ型（約10万重量トン超）にて輸送する

ことを主な事業としております。

　平成26年暦年の世界粗鋼生産量は、前年比約30百万トン増の約16億37百万トンとなり、そのうちわが国は前年と

ほぼ変わらず約１億11百万トン、生産量世界一の中国は前年比約44百万トン増の約８億23百万トンとなりました。

また、世界における鉄鉱石の輸送量も増加し、平成26年暦年の同輸送量は前年比約１億39百万トン増の約13億28百

万トンとなりました。

 このようにケープ型の市況に大きな影響を与える世界の粗鋼生産量、鉄鉱石輸送量は堅調な伸びを示したにも関

わらず、同船型の用船市況は年度当初は日建て１万７千ドル程度で始まったものの、その後は１万ドルを切るレベ

ルに下落、秋に一時的に上昇する局面もありましたが、平成27年３月には３千ドルを切るという歴史的なレベルま

で軟化し、平成26年度通年の平均では１万１千ドル程度と非常に低調なレベルで推移いたしました。

市況が下落した原因としては、中国の環境規制の強化による一般炭輸入量の減少、各主要港における滞船の解

消、さらにはブラジル大手シッパーの超大型鉱石船の竣工等により依然として船腹過剰感が残ったことが考えられ

ます。

EDINET提出書類

第一中央汽船株式会社(E04238)

有価証券報告書

 10/115



 

このような状況下、国内外の顧客からの中長期契約の獲得による収益の安定化に努め、用船市況の高い水域・航

路への配船や、インドや東南アジア向け貨物との組み合わせによる効率配船、減速運航の強化により採算の改善に

努めましたが、市況の下落をカバーすることができず、前期に引き続き損失を計上いたしました。

 

　油送船部門　

油送船部門におきましては、タンク容量78,500立方メートルの大型LPGタンカーを長期貸船契約に投入しており

ましたが、本貸船契約に付された購入選択権を平成27年１月28日に貸船先が行使したことにより本船を譲渡し、特

別利益として17億89百万円を計上いたしました。

　これにより、当社は外航LPGタンカー事業から撤退いたしました。今後は、ドライバルクの専業船社として培っ

てきた貨物輸送のノウハウと質の高い運航管理体制を活かして、荷主のニーズに応えてまいります。

 

　不定期船部門　

中型不定期船部門（約５万重量トンから約10万重量トンまで）におきましては、石炭専用船とパナマックス型

（約８万重量トン）を中心とした国内電力会社向けの一般炭輸送、また、パナマックス型及びハンディマックス型

（約５万重量トン）による国内製鉄会社及び一般産業向け鉄鉱石、石炭輸送並びにインド、中国、豪州向けの石

炭、鉄鉱石、非鉄鉱石の三国間輸送を中心に営業を展開しました。中国景気の成長鈍化を受けて、中国向けを主と

して荷動きが減少、またインドネシアの鉱物資源の禁輸による影響も相俟って、市況は年度をとおして低迷しまし

た。このような状況下、コストの低減と効率配船に努めましたが、引き続き損失を計上するに至りました。

小型不定期船分野(約４万重量トンまで)におきましては、各水域における適正船腹の配分、アジア・米州の効率

配船強化など採算向上を図る一方、不採算船・老齢船の売却や返船によるコストの圧縮、新鋭船への入れ替えによ

る競争力の向上、燃料油調達港の厳選、減速運航による燃料費削減により採算の向上に努めましたが、長引く市況

低迷により前期比減収となり、損失を計上いたしました。

東南アジア、中国、ロシア地域を中心とする近海不定期船分野（約２万重量トンまで）は、100%出資子会社の第

一中央近海株式会社にて、鋼材、セメント、石灰石等の輸出貨物、石炭、合板、原木等の輸入貨物の集荷強化や、

三国間輸送を組み入れた効率配船、減速運航による燃料費削減並びに運航費削減に積極的に取り組んだ結果、前期

を超える黒字を確保しました。

専用船関係では、セメント専用船は順調に稼働したものの３隻中２隻が定期的な入渠により前期比減益となる一

方、石炭灰専用船は当初計画以上の稼働率となり、前期比増益となりました。

 

＜内航海運業＞

内航海運業につきましては、売上高105億90百万円と前連結会計年度比６億１百万円、5.4％減少となり、営業利

益は５億79百万円と前連結会計年度比２百万円、0.5％減少となりました。

内航部門では、各種専用船並びに一般貨物船により、石灰石、セメント、石炭、砕石、穀物、雑貨等を国内需要

家向けに輸送しております。専用船につきましては、原子力発電所の稼働停止が継続し石炭火力発電所が高い稼働

率を維持したことにより、石炭専用船は順調に稼働しましたが、天候不順及び現場職工の不足等によりセメント需

要は停滞したため、セメント専用船の稼働率は低下しました。また、一般貨物船におきましては、前年度に発生し

た消費税増税前の駆け込み需要の反動に加え、消費税増税に伴う国内民需の停滞により荷動きは低調に推移し、さ

らに直近価格は下落したものの年平均燃料油価格は高止まりしており、厳しい環境が続きましたが効率的な配船・

運航に努めた結果、内航部門全体では前期比増益となりました。

 

＜その他＞

当社グループでは、主力の海上輸送事業を支えるため、また事業多角化の一環として、船舶管理業、荷敷用木材

販売業、不動産賃貸業を営んでおります。

その他事業につきましては、売上高67億36百万円(前連結会計年度比11億30百万円、20.2％増加)、営業利益は４

億67百万円(前連結会計年度比１億21百万円、35.1％増加)となり、総じて所期の目標に沿い着実に運営されてお

り、グループ経営基盤の強化と効率の追求に寄与しております。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、209億40百万円となり、前連結会計年度末と比べ４億

42百万円増加いたしました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

主に当期純損失を計上したことにより、48億21百万円の支出（前連結会計年度比50億29百万円減少）となりまし

た。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

主に船舶の売却により、182億９百万円の収入（前連結会計年度は163億13百万円の支出）となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

株式の発行に伴う収入があるものの、借入金の返済による支出により、137億７百万円の支出（前連結会計年度

は313億49百万円の収入）となりました。

 

２ 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループは、外航海運及び内航海運業を主たる事業としており、生産、受注及び販売イコール海上輸送とい

う業態となることから、生産、受注及び販売の状況については、「１業績等の概要」における(1)業績の記載に含

めて記載しております。

なお、主な相手先別の営業収入実績及び総営業収入実績に対する割合については次のとおりであります。

 

相手先

前連結会計年度 当連結会計年度

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

新日鐵住金㈱ 30,257 18.3 21,661 14.2
 

(注) 上記の金額には、消費税は含まれておりません。

 

３ 【対処すべき課題】

(1) 継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象または状況の早期解消

当社グループは、不定期船航路を中心とする海上運送事業を行っており、当社を中心として国外及び国内の輸送

事業を展開しておりますが、外航不定期船市況の低迷が想定より長期化していることにより、業績にも多大な影響

を受けております。当社グループの船隊の期末現在での平均用船契約残存期間は約６年ですが、売上原価の約５割

を占める用船料は市況対比割高なため、前連結会計年度に続き、当連結会計年度におきましても131億90百万円の

営業損失、139億66百万円の経常損失となり、訴訟損失引当金戻入額57億63百万円を計上したものの33億７百万円

の当期純損失となりました。また、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましても48億21百万円のマイナスと

なりました。

　当社グループはこの市況対比割高なコストの用船契約の解約や保有船舶の売却等による適正な船隊規模への縮小

を進めつつも、現在の外航不定期船市況の低迷が今後も続き、経営改善策が順調に進まなければ、営業損失並びに

経常損失が継続し、また、当社グループに係る設備借入金（当連結会計年度末残高247億80百万円）について、借

入約定における財務制限条項に抵触し、その結果短期借入金を含む資金繰りにも懸念が生じるおそれがあります。

その結果、継続企業の前提に関する疑義を生じさせるような状況が存在しております。

そこで、当社グループは、このような事象又は状況を解消又は改善すべく、資金繰り改善のための緊急施策及び

平成26年３月に策定した中期経営計画を取り進めることに加え、金融機関への取引継続の要請を行っております。

 なお、具体的な対応策については、「７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ２．事業

等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対

応策」に記載しております。
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(2) 経営理念に沿った企業活動の継続

当社グループは、以下の項目を経営理念として掲げ継続して取り組んでおり、コーポレート・ガバナンス、内部

統制システム、重要な法務リスク、訴訟への取り組みの強化、海運会社の使命である安全、効率輸送の徹底ととも

に、堅実な企業活動に向け邁進してまいります。

・顧客のニーズを追求した付加価値の高いサービスを提供し顧客とともに発展する。

・株主の期待に沿うべく、適正な利潤の確保と長期安定経営により企業価値の増大に努める。

・倫理観をもって企業活動に邁進し、国際社会での信頼を築く。

・個の力を高め、それを結集することにより、企業力の強化に努める。

・船舶の安全運航を徹底し、地球環境の保全に努める。

 

４ 【事業等のリスク】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したもの

であります。

 

１　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

(1) 海運市況変動リスク

当社グループの事業は、世界各国の景気動向や商品市況、テロ・戦争その他の政治的・社会的要因による予期せ

ぬ事象の発生等により、物流(荷動き)量が大きく影響を受け、運賃・用船料市況が変動する可能性があります。ま

た、新造船の供給過多及び中古船のスクラップの鈍化等により船腹需給が不均衡となり、運賃・用船料市況が大幅

に変動し当社グループの損益に重要な影響を及ぼす可能性があります。

　当社グループは、市況下落時にも耐えられるよう長期安定貨物の獲得等の営業力を強化し、かつタイムリーな船

舶手当てやコスト削減等に努めておりますが、大幅な市況の下落により影響を受ける可能性があります。

 

(2) 為替変動リスク

当社グループの事業は、売上のうち、米ドル建ての海上運賃収入が多くを占めております。したがって、借船用

船料、燃料費、修繕費等をはじめとし、船舶資本費を含む費用の米ドル化を進めておりますが、通常は米ドル建て

収入が費用を上回っていることにより、グループ損益は外国為替レートの変動による影響を受けることがありま

す。そこで、当社グループは、通貨ヘッジ取引を行うなど、米ドル為替レート変動による悪影響を最小限にとどめ

る努力をしておりますが、大幅な外国為替レートの変動により影響を受ける可能性があります。

 

(3) 船舶燃料油価格変動リスク

当社グループの事業においては、船舶の運航に燃料油の調達は不可欠なものとなっております。したがって、世

界の景気動向、産油地域の情勢等により、燃料油価格が変動しグループ損益が影響を受ける可能性があります。当

社グループは、荷主各社とも協議し、長期運送契約締結時には燃料油価格変動に連動する運賃体系にするなど、燃

料油価格変動の損益に与える影響を極力抑える努力をしておりますが、燃料油価格が急騰する場合などでは影響を

受ける可能性があります。

 

(4) 金利変動リスク

当社グループでは、船舶等の取得のための設備投資資金及び、事業継続のための運転資金等は、主に外部借入に

てその資金調達をおこなっております。したがって、将来にわたる金利変動リスクヘッジのため、固定金利での借

り入れや金利スワップ取引により金利の固定化を進めておりますが、変動金利で調達している金利については、金

利の変動により影響を受ける可能性があります。
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(5) 取引先の破綻リスク

当社グループの事業は、運賃・用船料市況の下落時の損益悪化の影響を回避することを目的とし、取引先と長期

契約の締結をすることにより安定した収益を獲得することに努めております。しかしながら、当社グループが長期

契約を締結している一部の取引先が経営状態等の悪化により、長期契約の履行を継続できなくなる可能性がありま

す。

　また、運送契約については、大手の鉄鋼会社、総合商社及び電力会社等と運送契約を締結することにより契約不

履行のリスクを回避し、新規取引先等については、外部調査機関等からの情報に基づき取引先の財務状況の健全性

を調査することにより、契約不履行のリスクの低減を図っておりますが、取引先の経営環境の悪化により、運賃等

収益の回収ができなくなる可能性があります。

 

(6) 財務制限条項抵触のリスク

当社グループは、設備資金調達並びに運転資金調達のためシンジケートローン契約を締結しており、当該契約に

は純資産と経常利益等に関する財務制限条項が付されております。これらの条項に抵触し、当該債務の一括返済を

求められた場合、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。

 

(7) 固定資産減損損失計上のリスク

当社グループが保有する船舶等の固定資産について、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなる可能性

があります。その結果、減損損失を認識するに至った場合には、当社グループの財政状態、経営成績に影響を与え

る可能性があります。

 

(8) 船舶の海難事故等のリスク

当社グループの主たる事業である海運業では、万一洋上あるいは港湾等で不慮の事故や油濁事故等が発生した場

合、事業、業績並びに環境保全に対して悪影響を及ぼす可能性があります。当社ではこれら事故のリスクをミニマ

イズするために「第一中央汽船運航船管理システム」を他社に先駆けて昭和61年に制定し、これをベースにグルー

プ保有・運航船舶の安全運航、環境保全及び運航効率の向上に向け積極的に取り組んでおります。

この運航船管理システムによる活動は、当社環境方針で謳っております“スリーゼロ”(人身事故ゼロ、海難事

故ゼロ、油濁事故ゼロ)を目指し、全運航船に対する訪船活動によるハード/ソフト面の検査及び評価、運航状態の

解析/評価、事故の解析及び防止策の策定、乗組員の教育等々当社グループをあげて万全の体制で実施されており

ます。

　万一海難事故が発生した場合でも保険による最大限の損失補てん対策を図っておりますが、対象事故によっては

影響を受ける可能性があります。　

 

(9) 公的規制等のリスク

当社グループの主たる事業である外航海運業においては、国際機関及び各国政府の法令、船級協会の規則等、さ

まざまな公的規制を、主に設備の安全性や船舶の安全運航のため、受けております。また、内航海運業において

は、国内法、特に、内航海運業法、内航海運組合法等により法的規制を受けております。したがって、これらの規

制を遵守するため、コストの増加となる可能性があり、当社グループの活動が制限され、事業及び業績に影響を及

ぼす可能性があります。
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(10) 重要な訴訟等のリスク

当社が、荷主との間で締結した航海用船契約（貨物輸送契約）によって委託を受けた鉄鉱石の海上運送のため、

中国のChina National Chartering Corp.（以下、「船主」という）から一航海定期用船（借船契約）した貨物船

「オーシャン・ビクトリー」号が、平成18年10月24日、荷揚港の鹿島港外にて座礁、その後、平成18年12月27日に

全損になったことに伴い、船主(改称：China National Chartering Co.Ltd.)が、定期用船者である当社に対し

て、定期用船契約で定められた、安全港、安全岸壁提供に関する不履行があると主張、平成22年６月21日に同船の

全損に係わる損害賠償請求を提起いたしました。

　平成25年７月30日（現地時間）、英国高等法院より当社に対し、損害賠償約１億37百万ドル及び金利約28百万ド

ル並びに訴訟費用の支払いを命じる第一審判決が言い渡されたものの、当社はこの判決を不服として直ちに英国控

訴院（以下、第二審裁判所）に対し控訴し、当社には定期用船契約上の不履行はないとして争ってまいりました。

　平成27年１月22日（現地時間）、第二審裁判所は、当社の主張を全面的に容認して第一審判決を取り消し、船主

に対して当社が本件訴訟に費やした訴訟費用を支払うよう命じました。

　また、船主は、本判決を不服として、英国最高裁判所（以下、最高裁判所）に対し上告の許可申立てを行い、平

成27年５月20日（現地時間）、当該申立てが認められました。

　当社といたしましては、最高裁判所での上告審においても、第二審判決の内容が維持されるよう適切に対応して

まいります。なお、万が一、当社に何らかの責任があるとの判断がなされた場合においては、航海用船契約に則り

関係先に対し求償をしていく所存であります。

 

(11) 中期経営計画について

当社グループは、平成26年３月に新中期経営計画を策定し、順次実行しておりますが、海運市況等の様々な要因

により影響を受ける可能性があり、実際の業績は大きく変動する可能性があります。

 

２　提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提

出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象

当社グループは、不定期船航路を中心とする海上運送事業を行っており、当社を中心として国外及び国内の輸送

事業を展開しておりますが、外航海運市況の低迷が想定より長期化していることにより、業績にも多大な影響を受

けております。当社グループの船隊の期末現在での平均用船契約残存期間は約６年ですが、売上原価の約５割を占

める用船料は市況対比割高なため、前連結会計年度に続き、当連結会計年度におきましても131億90百万円の営業

損失、139億66百万円の経常損失となり、訴訟損失引当金戻入額57億63百万円を計上したものの33億７百万円の当

期純損失となりました。また、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましても48億21百万円のマイナスとなり

ました。

　当社グループはこの市況対比割高なコストの用船契約の解約や保有船舶の売却等による適正な船隊規模への縮小

を進めつつも、現在の外航海運市況の低迷が今後も続き、経営改善策が順調に進まなければ営業損失並びに経常損

失が継続し、また、当社グループに係る設備借入金（当連結会計年度末残高247億80百万円）について、借入約定

における財務制限条項に抵触し、その結果短期借入金を含む資金繰りにも懸念が生じるおそれがあります。

　これにより、当社グループが将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象

又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象（以下、「重要事象等」という）が存在しております。

　なお、当該重要事象等を改善するための対応策については「７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況の分析　２．事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、

又は改善するための対応策」に記載しております。

 

５ 【経営上の重要な契約等】

特記事項はありません。

 

６ 【研究開発活動】

特記事項はありません。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

１．提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析・検討内容

(1) 経営成績の分析

売上高は、前連結会計年度比7.8％減収の1,522億67百万円となりました。これは、市況対比割高なコストの用船

契約の解約や保有船舶の売却等による適正な船隊規模への縮小を進めた結果であります。

また、営業損失は、131億90百万円（前連結会計年度は66億81百万円の営業損失）となりました。これは、市況

低迷及び高コスト船の用船を継続していたことによるものであります。なお、セグメント業績の概要は、「１　業

績等の概要　(1) 業績」に記載のとおりであります。

経常損失は、139億66百万円（前連結会計年度は85億84百万円の経常損失）となりました。これは、主に上述の

営業損失を計上したことによるものであります。

当期純損失は、上述の経常損失に加え、特訴訟損失引当金戻入額57億63百万円、固定資産売却益70億６百万円を

特別利益として計上し、保有船舶の減損損失27億５百万円を特別損失として計上しました結果、33億７百万円（前

連結会計年度は154億29百万円の当期純損失）となりました。

 

(2) 財政状態の分析

資産の部は、前連結会計年度末に比べ352億22百万円減少（前連結会計年度末比21.9％減少）し、1,253億57百万

円となりました。流動資産は66億14百万円減少（前連結会計年度末比12.9％減少）し、固定資産は286億８百万円

減少（前連結会計年度末比26.2％減少）となりました。流動資産の減少は、「貯蔵品」の減少22億88百万円減少及

び「受取手形及び営業未収金」の減少13億67百万円によるものであり、固定資産の減少は、主に売船による「船

舶」の減少237億45百万円によるものであります。

　負債の部は、前連結会計年度末に比べ384億52百万円減少（前連結会計年度末比26.2％減少）し、1,083億46百万

円となりました。これは、所有船の売却に伴う借入金の返済による「短期借入金」の減少83億14百万円及び「長期

借入金」の減少157億５百万円並びに「訴訟損失引当金」の減少57億63百万円によるものであります。

　純資産の部は、欠損の填補等による「資本剰余金」の減少164億95百万円がある一方、当期純損失33億７百万円

を計上したものの、第三者割当による増資払込み及びそれと同時に行った減資並びに欠損の填補による「利益剰余

金」の増加216億87百万円により、前連結会計年度末比32億29百万円増加（前連結会計年度末比23.4％増加）し、

170億11百万円となりました。これにより、自己資本比率は、前連結会計年度末の7.9％から13.5％へ上昇いたしま

した。

 

なお、当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因についての分析は、「１　業績等の概要　

(2) キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
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２．事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するた

めの対応策

当社グループは、「第２　事業の状況　４　事業等のリスク」に記載した重要事象等に記載のとおり、当連結会

計年度において、営業損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローもマイナスとなり、継続企業の前提に重

要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

　そこで、当社グループは、このような事象又は状況を解消又は改善すべく、資金繰り改善のための緊急施策及び

平成26年３月に策定した中期経営計画を取り進めることに加え、金融機関への取引継続の要請を行っておりま

す。　

 
(1) 資金繰り改善のための緊急施策

　　① 用船料の減額等

　当社グループは、現行の低迷した市況対比割高な用船料コストの負担を軽減するため、また資金繰りを改善す

るために、国内船主数十社に対して、一定期間用船料を減額いただくことを要請中であり、平成27年度は総額約

96億円にのぼる資金繰り改善へのご協力が得られる見込みです。

　　② 保有資産の譲渡等

　当社グループは、外航海運市況が継続して低迷し収益が圧迫されていることに伴う資金繰りの悪化を防ぐた

め、収益性の高い保有船舶等の資産の売却の検討を進めております。

(2) 平成26年３月に策定した中期経営計画

　(ⅰ) 市況リスクの低減のための施策

　　① 用船契約の解約等による船隊の縮小

　　② 小型船型へウェイトシフト及び中長期の貨物契約、貸船契約獲得による市況リスクの低減

　大型船型の外航海運市況並びに中古船の売買市況が回復した局面では、市況リスクの低減を図るべく、新規の

中長期貸船契約の成約による収入の固定化、保有船舶の売却及び用船契約の解約等を継続して実施しており、本

年１月から３月にかけて、保有船舶４隻の売却を完了、また５隻の定期用船契約の無償解約を実施しておりま

す。

　(ⅱ) コスト削減策の強化及び継続

　　① 減速運航の強化による燃料消費量削減の継続

　　② 一般管理費削減の継続

　　③ 船用品・潤滑油等の船費の削減の継続

　　④ 港費等の運航費削減の継続

　(ⅲ) 事業再編

　当社グループは、従来海運会社としての総合力を強化してまいりましたが、現在中期経営計画に基づく事業構

造改革を推進中であり、重点志向する事業領域へ経営資源を配分するため、本年３月に連結子会社であった内航

海運事業会社の株式を第三者へ譲渡いたしました。当社グループは、経営の効率化を図るため、引き続き売却を

含む事業構造改革を推進してまいります。

(3)　金融機関への取引継続の要請

　当連結会計年度末において当社グループに係る借入約定における財務制限条項に抵触する事態も発生しており

ますが、約定先金融機関に対する期限の利益喪失請求権を行使しない旨の当社グループ要請に対し、現時点では

当該債務の返済を求められてはおりません。

　当社グループは、各金融機関へ個別に現状等の説明をすることにより理解を得られ、従来の取引関係は維持さ

れるものと考えており、取引先金融機関に対して引き続き期限の利益喪失請求権を行使しないこと及び短期借入

金の借り換え等、取引継続のご協力並びにご支援の要請をしてまいります。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度におきましては、競争力のある船隊の整備を進めるため、総額117億16百万円の船舶に対する設備

投資を実施いたしました。

一方で、船隊の若返り及び財務体質の健全化を図るため所有船舶を売却いたしました。

　設備投資及び売却の内容は、以下のとおりです。

　なお、各事項の記載については、消費税等は含まれておりません。

 

　設備投資

 

セグメントの名称 設備の内容 隻数 当連結会計年度

外航海運業 船舶 5 9,718百万円

内航海運業 船舶 1 1,997百万円

合計 6 11,716百万円
 

(注) 投資額には、建造中の船舶も含めております。

 

　設備の売却

 

セグメントの名称 設備の内容 隻数 前期末帳簿価額

外航海運業 船舶 9 18,982百万円
 

 

　また、当連結会計年度において、連結子会社であった泉汽船㈱及び扶桑船舶㈱の全株式を譲渡し、連結の範囲から除

外したため、以下の設備が減少しております。

　

セグメントの名称 設備の内容 隻数 前期末帳簿価額

内航海運業 船舶 14 5,852百万円
 

(注) 建造中の船舶も含めております。
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２ 【主要な設備の状況】

当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりであります。

〔船舶〕

 

区分 隻数(隻) 重量トン(K/T) 帳簿価額(百万円)

外航海運業
所有船

提出会社 2  299,234 6,708

 在外子会社 22  1,460,460 64,730

 定期用船  129  8,486,100 ―

 小計 153  10,245,794 71,438

内航海運業
所有船

提出会社 5 (1) 30,471 2,964

 国内子会社 3 (1) 15,919 26

 定期用船  11  32,178 ―

 小計 19 (2) 78,568 2,991

外・内航海運業合計

所有船

提出会社 7 (1) 329,705 9,672

 国内子会社 3 (1) 15,919 26

 在外子会社 22  1,460,460 64,730

 定期用船  140  8,518,278 ―

 合計 172 (2) 10,324,362 74,429
 

(注) １　「隻数」欄のカッコ内の数字は、連結会社以外の会社との共有船舶数で、内数であります。

２　提出会社と国内子会社との共有船舶は、提出会社に含めて記載しております。

３　在外子会社所有の外航船舶には、リース契約を締結したリース資産を含めております。

４　上記の他、連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。

セグメント
の名称

会社区分 隻数(隻)
重量トン
(K/T)

年間リース料
（百万円）

リース契約残高
(百万円)

外航海運業 在外子会社 13 407,208 2,615 6,929
 

 

〔船舶以外の設備〕

 

(1) 提出会社

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人)建物及び

構築物
土地

(面積千㎡)
その他 合計

本社
(東京都中央区)

外航海運業
内航海運業

本社機能・福
利厚生施設他

78
132
(5)

336 548 154
 

(注) １　帳簿価額のうち「その他」は、機械装置及び運搬具並びに器具及び備品であります。

２　本社事務所は、賃借しております。
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(2) 国内子会社

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備
の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人)建物及び

構築物
機械装置及
び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計

第一中央
マリン㈱

本社(東京都
中央区)

その他
賃貸用
不動産

6 ―
16
(1)

― 22 2

第一中央
興産㈱

本社(東京都
中央区)

その他
賃貸用
不動産

75 ―
197
(0)

― 272 2

鹿島
実業㈱

本社(茨城県
鹿嶋市)

その他 倉庫 19 2
44
(2)

0 66 5
 

(注)　帳簿価額のうち「その他」は、器具及び備品であります。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

 

セグメントの名称 設備の内容

投資予定金額
(百万円) 資金調達

方法
起工 竣工

完成後の
増加能力

総額 既支払額

外航海運業 船舶 5,411 1,231
借入金・自己

資金
平成22年11月

平成28年1月～3
月

81千重量ト
ン

 

 

(2) 重要な設備の除却等

 

会社名
事業所

（所在地）
セグメントの名称 設備の内容

期末帳簿価額
（百万円）

売却による
減少能力

TDC Shipping S.A.
Republic of

Panama
外航海運業 船舶 12,393 291千重量トン

 

(注)　上記子会社については、子会社株式の売却により連結の範囲から除外する予定であります。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,213,000,000

Ａ種種類株式 31,400,000

Ｂ種種類株式 31,400,000

Ｃ種種類株式 31,400,000

Ｄ種種類株式 8,500,000

計 1,213,000,000
 

(注)　定款において種類別の発行可能株式総数は、普通株式は1,213,000,000株、Ａ種種類株式は31,400,000株、Ｂ種

種類株式は31,400,000株、Ｃ種種類株式は31,400,000株、Ｄ種種類株式は8,500,000株と定めております。ただ

し、発行可能株式総数と種類別の発行可能株式総数の合計との一致については、会社法上要求されていないた

め、発行可能株式総数の計は1,213,000,000株と定めております。

 

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数(株)

(平成27年３月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成27年６月26日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 413,269,551 413,269,551
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数
1,000株

Ａ種種類株式
（当該種類株式は行使
価額修正条項付新株予
約権付社債券等であり
ます。）

31,400,000 31,400,000 ―
（注）
３、４、５

Ｄ種種類株式
（当該種類株式は行使
価額修正条項付新株予
約権付社債券等であり
ます。）

8,500,000 8,500,000 ―
（注）
３、４、８

計 453,169,551 453,169,551 ― ―
 

(注) １　当社は、資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを

可能とするため、会社法第108条第１項第３号に定める内容について普通株式と異なる定めをした議決権の
ないＡ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式及びＤ種種類株式についての定めを定款に定めておりま
す。

　　 ２　提出日現在発行数には、平成27年６月１日から有価証券報告書を提出する日までのＡ種種類株式及びＤ種種

類株式の転換による増減は含まれておりません。

　　 ３　行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1) 普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通

株式数が増加します。

(2) 取得価額の修正の基準及び修正頻度

 ① 修正の基準

取得価額修正日に先立つ45連続取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所が発表する

当社の普通株式の普通取引の終値の平均値（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五

入）となります。但し、Ａ種種類株式については、取得価額修正日における時価が、82円（以下「上限取

得価額」という。）を上回る場合には上限取得価額を修正後取得価額とし、46円（以下「下限取得価額」

という。）を下回る場合には下限取得価額を修正後取得価額とします。また、Ｄ種種類株式については、

取得価額修正日における時価が、72円を上回る場合には上限取得価額を修正後取得価額とし、36円を下回

る場合には下限取得価額を修正後取得価額とします。

 ② 修正の頻度

平成27年２月７日以降の毎年２月７日及び８月７日
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(3) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

 ① 取得価額の下限

Ａ種種類株式については46円であり、Ｄ種種類株式については36円であります。

 ② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

918,719,803株

(4) 当社の決定によるＡ種種類株式及びＤ種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項はありませ

ん。

　　 ４　行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。

(1) Ａ種種類株式に係る当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項

についての所有者と当社との間の取決めはありません。

(2) Ｄ種種類株式に係る当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項

については、平成26年11月７日以降平成27年２月６日までの間は、取得価額の合計額が累計で47億円を超

えない限度においてのみ、普通株式対価取得請求をすることができ、また、平成27年２月７日以降、保有

するＤ種種類株式の一部又は全部（以下「転換対象株式」という。）につき普通株式を対価とする取得請

求権（以下「本転換請求権」という。）の行使を希望する場合、その都度本転換請求権を行使する予定の

日の５営業日前までに(ⅰ)当該転換対象株式の数、及び、(ⅱ)当該本転換請求権の行使予定日を、㈱商船

三井に対し書面で通知（以下「転換予定通知」という。）するものとし、当該転換予定通知に記載された

転換対象株式数を上限とし、かつ当該転換予定通知に記載された行使予定日から１ヶ月以内の期間におい

てのみ、本転換請求権を行使できるものとする旨、取り決めております。

(3) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者と当社との取り決めについて、Ａ種種類株主との間では

取り決めはありません。Ｄ種種類株主との間では、当社の普通株式の空売りを行わない旨、取り決めてお

ります。

(4) Ａ種種類株式及びＤ種種類株式のその他投資者の保護を図るため必要な事項について、該当事項はありま

せん。

　　 ５　Ａ種種類株式の内容は次のとおりであります。

(1) 単元株式数は1,000株とする。

(2) 議決権

 ① 株主総会の議決権

Ａ種種類株式を有する株主（以下「Ａ種種類株主」という。）は、株主総会において議決権を有しない。

 ② 種類株主総会の議決権

当社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除

き、Ａ種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。また、当社が、Ａ種種類株式の募集事

項の決定又はその委任を行う場合においては、Ａ種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しな

い。

(3) 剰余金の配当

 ① Ａ種期末配当金

当社は、剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録さ

れたＡ種種類株主又はＡ種種類株式の登録株式質権者（Ａ種種類株主と併せて以下「Ａ種種類株主等」と

いう。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者

（普通株主と併せて以下「普通株主等」という。）に先立ち、Ａ種種類株式１株につき、Ａ種種類株式１

株当たりの払込金額相当額（但し、Ａ種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又は

これらに類する事由があった場合には、適切に調整される。）に、下記②に定める配当年率（以下「Ａ種

優先配当年率」という。）を乗じて算出した額の金銭（以下「Ａ種期末配当金」という。）の配当を行

う。但し、当該基準日の属する事業年度においてＡ種種類株主等に対して下記③に定めるＡ種中間配当金

を支払ったときは、その額を控除する。なお、Ａ種期末配当金に、各Ａ種種類株主等の保有に係るＡ種種

類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

 ② Ａ種優先配当年率

Ａ種優先配当年率は、2.00％とする。

 ③ Ａ種中間配当金

当社は、剰余金の中間配当を行うときは、当該剰余金の中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録さ

れたＡ種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、Ａ種種類株式１株につき、Ａ種期末配当金の額の２分

の１を上限とする金銭の剰余金の配当を行う。

 ④ 非参加条項

Ａ種種類株主等に対して、Ａ種期末配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収

分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当

又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに

規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

 ⑤ 非累積条項

ある事業年度においてＡ種種類株主等に対して行う剰余金の配当の額がＡ種期末配当金の額に達しないと

き、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

 ⑥ 優先順位

Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式及びＤ種種類株式の剰余金の配当（累積未払Ｄ種優先配当金

の配当を含む）の支払順位は、同順位とする。

EDINET提出書類

第一中央汽船株式会社(E04238)

有価証券報告書

 22/115



(4) 残余財産の分配

 ① 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、Ａ種種類株式１株に

つき、Ａ種種類株式１株当たりの払込金額相当額（但し、Ａ種種類株式につき、株式の分割、株式無償割

当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。）の金銭（以下「Ａ種

残余財産分配額」という。）を支払う。なお、Ａ種残余財産分配額に、各Ａ種種類株主の保有に係るＡ種

種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

 ② 非参加条項

Ａ種種類株主等に対して、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

 ③ 優先順位

Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式及びＤ種種類株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位と

する。

(5) 普通株式を対価とする取得請求権

 ① 普通株式対価取得請求権

Ａ種種類株主は、平成27年２月７日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記②に定める数の普通

株式の交付と引換えに、その有するＡ種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができる

ものとする（以下「普通株式対価取得請求」という。）。

当社は、当該普通株式対価取得請求に係るＡ種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内

において、当該Ａ種種類株主に対して普通株式を交付するものとする。

 ② Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るＡ種種類株式の数

に払込金額相当額（但し、Ａ種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに

類する事由があった場合には、適切に調整される。）を乗じて得られる額を取得価額で除して得られる数

とする。また、株式対価取得請求に係るＡ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に１株

に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第３項に

定める金銭の交付は行わない。

 ③ 取得請求受付場所

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

 ④ 取得請求の方法

取得請求をしようとするＡ種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るＡ種種類株式

の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。

 ⑤ 取得請求の効力発生

Ａ種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生し、

当社は、Ａ種種類株式を取得し、当該取得請求をしたＡ種種類株主は、当社がそのＡ種種類株式の取得と

引換えに交付すべき普通株式の株主となる。

 ⑥ 普通株式の交付方法

当社は、Ａ種種類株式の取得の効力発生後、当該取得請求をしたＡ種種類株主に対して、当該Ａ種種類株

主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加

の記録を行うことにより普通株式を交付する。

(6) Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式を対価とする取得請求権

 ① 種類株式対価取得請求権

Ａ種種類株主は、Ａ種種類株式の払込金額の払込みが行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対し

て、下記②に定める数のＢ種種類株式及びＣ種種類株式を対価として、その有するＡ種種類株式の全部又

は一部を取得することを請求することができるものとする（以下「種類株式対価取得請求」という。）。

当社は、当該種類株式対価取得請求に係るＡ種種類株式の取得と引換えに、法令の許容する範囲内におい

て、当該Ａ種種類株主に対してＢ種種類株式及びＣ種種類株式を交付するものとする。

 ② Ａ種種類株式の取得と引換えに交付するＢ種種類株式及びＣ種種類株式の数

Ａ種種類株式の取得と引換えに交付するＢ種種類株式及びＣ種種類株式の数は、それぞれ種類株式対価取

得請求に係るＡ種種類株式の数に1.0（但し、Ａ種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の

併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。）を乗じて得られる数とする。

 ③ 取得請求受付場所及び取得請求の方法等

(5)③乃至⑤の規定は、本項による種類株式対価取得請求の場合に準用する。

(7) 譲渡制限

 Ａ種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

　 　６　Ｂ種種類株式の内容は次のとおりであります。

(1) 単元株式数は1,000株とする。

(2) 議決権

 ① 株主総会の議決権

Ｂ種種類株式を有する株主（以下「Ｂ種種類株主」という。）は、株主総会において議決権を有しない。

 ② 種類株主総会の議決権

当社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除

き、Ｂ種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。また、当社が、Ｂ種種類株式の募集事
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項の決定又はその委任を行う場合においては、Ｂ種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しな

い。

(3) 剰余金の配当

 ① Ｂ種期末配当金

当社は、剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録さ

れたＢ種種類株主又はＢ種種類株式の登録株式質権者（Ｂ種種類株主と併せて以下「Ｂ種種類株主等」と

いう。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者

（普通株主と併せて以下「普通株主等」という。）に先立ち、Ｂ種種類株式１株につき、Ｂ種種類株式１

株当たりの下記(4)①に定めるＢ種残余財産分配額（但し、Ｂ種種類株式につき、株式の分割、株式無償割

当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。）に、下記②に定める

配当年率（以下「Ｂ種優先配当年率」という。）を乗じて算出した額の金銭（以下「Ｂ種期末配当金」と

いう。）の配当を行う。但し、当該基準日の属する事業年度においてＢ種種類株主等に対して下記③に定

めるＢ種中間配当金を支払ったときは、その額を控除する。なお、Ｂ種期末配当金に、各Ｂ種種類株主等

の保有に係るＢ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

 ② Ｂ種優先配当年率

Ｂ種優先配当年率は、2.00％とする。

 ③ Ｂ種中間配当金

当社は、剰余金の中間配当を行うときは、当該剰余金の中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録さ

れたＢ種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、Ｂ種種類株式１株につき、Ｂ種期末配当金の額の２分

の１を上限とする金銭の剰余金（以下「Ｂ種中間配当金」という。）の配当を行う。

 ④ 非参加条項

Ｂ種種類株主等に対して、Ｂ種期末配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収

分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当

又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに

規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

 ⑤ 非累積条項

ある事業年度においてＢ種種類株主等に対して行う剰余金の配当の額がＢ種期末配当金の額に達しないと

き、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

 ⑥ 優先順位

Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式及びＤ種種類株式の剰余金の配当（累積未払Ｄ種優先配当金

の配当を含む）の支払順位は、同順位とする。

(4) 残余財産の分配

 ① 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、Ｂ種種類株式１株に

つき、500円（但し、Ｂ種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する

事由があった場合には、適切に調整される。以下「Ｂ種残余財産分配額」という。）を支払う。なお、Ｂ

種残余財産分配額に、各Ｂ種種類株主の保有に係るＢ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生

じるときは、当該端数は切り捨てる。

 ② 非参加条項

Ｂ種種類株主等に対して、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

 ③ 優先順位

Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式及びＤ種種類株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位と

する。

(5) 普通株式を対価とする取得請求権

 ① 普通株式対価取得請求権

Ｂ種種類株主は、平成27年２月７日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記②に定める数の普通

株式の交付と引換えに、その有するＢ種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができる

ものとする（以下「普通株式対価取得請求」という。）。

当社は、当該普通株式対価取得請求に係るＢ種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内

において、当該Ｂ種種類株主に対して普通株式を交付するものとする。

 ② Ｂ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

Ｂ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るＢ種種類株式の数

にＢ種残余財産分配額（但し、Ｂ種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれ

らに類する事由があった場合には、適切に調整される。）を乗じて得られる額を取得価額で除して得られ

る数とする。また、普通株式対価取得請求に係るＢ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計

数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条

第３項に定める金銭の交付は行わない。

 ③ 取得請求受付場所

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

 ④ 取得請求の方法
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Ｂ種種類株式の取得請求をしようとするＢ種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係

るＢ種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなけれ

ばならない。

 ⑤ 取得請求の効力発生

Ｂ種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生し、

当社は、Ｂ種種類株式を取得し、当該取得請求をしたＢ種種類株主は、当社がそのＢ種種類株式の取得と

引換えに交付すべき普通株式の株主となる。

 ⑥ 普通株式の交付方法

当社は、Ｂ種種類株式の取得の効力発生後、当該取得請求をしたＢ種種類株主に対して、当該Ｂ種種類株

主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加

の記録を行うことにより普通株式を交付する。

(6) 金銭を対価とする取得請求権

 ① 金銭対価取得請求権

Ｂ種種類株主は、毎年７月１日から７月31日までの間に当社に対し事前の通知（撤回不能とする。）を

行った上で、その直後に到来する９月１日（以下「金銭対価取得請求日」という。）において、法令に従

い、当社に対して、下記②に定める額の金銭の交付と引換えに、その有するＢ種種類株式の全部又は一部

を取得することを請求することができるものとする（以下、「金銭対価取得請求」という。）。

当社は、当該金銭対価取得請求に係るＢ種種類株式の取得と引換えに、法令の許容する範囲内において、

当該Ｂ種種類株主に対して金銭を交付するものとする。

但し、Ｂ種種類株式及びその他の種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額の総額が、「取得請求限度

額（下記②において定義される。）」又は法令の許容する額のいずれか低い金額を超える場合には、当社

が取得すべきＢ種種類株式は、当該金銭対価取得請求日に金銭対価取得請求がなされたＢ種種類株式及び

他の種類株式の株式数にそれぞれの種類株式の残余財産分配額を乗じた金額に応じた比例按分の方法によ

り決定するものとし、かかる方法に従い取得されないことが決定したＢ種種類株式については、金銭対価

取得請求がなされなかったものとみなす。

 ② Ｂ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額

当社は、Ｂ種種類株式を取得するのと引換えに、Ｂ種種類株式１株につき、Ｂ種種類株式１株当たりのＢ

種残余財産分配額（但し、Ｂ種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに

類する事由があった場合には、適切に調整される。）に、Ｂ種期末配当金の額を当該金銭対価取得請求日

の属する事業年度の初日から当該金銭対価取得請求日までの日数（初日及び取得日を含む。）で日割計算

した額（１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。）を加算した額の金銭を支払う。但

し、金銭対価取得請求日の属する事業年度において、Ｂ種種類株主等に対してＢ種中間配当金が支払われ

ているときは、その額を控除する。

また、Ｂ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の総額は、「取得請求限度額（以下に定義され

る。）」を上限とし、かつ法令の許容する額の範囲内とする。

「取得請求限度額」は、当社の前事業年度末における分配可能額から、前事業年度に係る各種類株式の期

末配当金の支払総額を控除した金額に70.0％を乗じた額とする。

 ③ 取得請求受付場所

東京都中央区新富二丁目14番４号

第一中央汽船株式会社

 ④ 取得請求の方法

Ｂ種種類株式の取得請求をしようとするＢ種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係

るＢ種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなけれ

ばならない。

 ⑤ 取得請求の効力発生

Ｂ種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生す

る。

(7) 譲渡制限

 Ｂ種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

    ７　Ｃ種種類株式の内容は次のとおりであります。

(1) 単元株式数は1,000株とする。

(2) 議決権

 ① 株主総会の議決権

Ｃ種種類株式を有する株主（以下「Ｃ種種類株主」という。）は、株主総会において議決権を有しない。

 ② 種類株主総会の議決権

当社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除

き、Ｃ種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。また、当社が、Ｃ種種類株式の募集事

項の決定又はその委任を行う場合においては、Ｃ種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しな

い。

(3) 剰余金の配当

 ① Ｃ種期末配当金

当社は、剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録さ

れたＣ種種類株主又はＣ種種類株式の登録株式質権者（Ｃ種種類株主と併せて以下「Ｃ種種類株主等」と
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いう。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者

（普通株主と併せて以下「普通株主等」という。）に先立ち、Ｃ種種類株式１株につき、Ｃ種種類株式１

株当たりの下記(4)①に定めるＣ種残余財産分配額（但し、Ｃ種種類株式につき、株式の分割、株式無償割

当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。）に、下記②に定める

配当年率（以下「Ｃ種優先配当年率」という。）を乗じて算出した額の金銭（以下「Ｃ種期末配当金」と

いう。）の配当を行う。但し、当該基準日の属する事業年度においてＣ種種類株主等に対して下記③に定

めるＣ種中間配当金を支払ったときは、その額を控除する。なお、Ｃ種期末配当金に、各Ｃ種種類株主等

の保有に係るＣ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

 ② Ｃ種優先配当年率

Ｃ種優先配当年率は、5.00％とする。

 ③ Ｃ種中間配当金

当社は、剰余金の中間配当を行うときは、当該剰余金の中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録さ

れたＣ種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、Ｃ種種類株式１株につき、Ｃ種期末配当金の額の２分

の１を上限とする金銭の剰余金（以下「Ｃ種中間配当金」という。）の配当を行う。

 ④ 非参加条項

Ｃ種種類株主等に対して、Ｃ種期末配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収

分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当

又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに

規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

 ⑤ 非累積条項

ある事業年度においてＣ種種類株主等に対して行う剰余金の配当の額がＣ種期末配当金の額に達しないと

き、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

 ⑥ 優先順位

Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式及びＤ種種類株式の剰余金の配当（累積未払Ｄ種優先配当金

の配当を含む）の支払順位は、同順位とする。

(4) 残余財産の分配

 ① 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、Ｃ種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、Ｃ種種類株式１株に

つき、500円（但し、Ｃ種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する

事由があった場合には、適切に調整される。以下「Ｃ種残余財産分配額」という。）を支払う。なお、Ｃ

種残余財産分配額に、各Ｃ種種類株主の保有に係るＣ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生

じるときは、当該端数は切り捨てる。

 ② 非参加条項

Ｃ種種類株主等に対して、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

 ③ 優先順位

Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式及びＤ種種類株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位と

する。

(5) 金銭を対価とする取得請求権

 ① 金銭対価取得請求権

Ｃ種種類株主は、毎年７月１日から７月31日までの間に当社に対し事前の通知（撤回不能とする。）を

行った上で、その直後に到来する９月１日（以下「金銭対価取得請求日」という。）において、法令に従

い、当社に対して、下記②に定める額の金銭の交付と引換えに、その有するＣ種種類株式の全部又は一部

を取得することを請求することができるものとする（以下、「金銭対価取得請求」という。）。

当社は、当該金銭対価取得請求に係るＣ種種類株式の取得と引換えに、法令の許容する範囲内において、

当該Ｃ種種類株主に対して金銭を交付するものとする。

但し、Ｃ種種類株式及びその他の種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額の総額が、「取得請求限度

額（下記②において定義される。）」又は法令の許容する額のいずれか低い金額を超える場合には、当社

が取得すべきＣ種種類株式は、当該金銭対価取得請求日に金銭対価取得請求がなされたＣ種種類株式及び

他の種類株式の株式数にそれぞれの種類株式の残余財産分配額を乗じた金額に応じた比例按分の方法によ

り決定するものとし、かかる方法に従い取得されないことが決定したＣ種種類株式については、金銭対価

取得請求がなされなかったものとみなす。

 ② Ｃ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額

当社は、Ｃ種種類株式を取得するのと引換えに、Ｃ種種類株式１株につき、Ｃ種種類株式１株当たりのＣ

種残余財産分配額（但し、Ｃ種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに

類する事由があった場合には、適切に調整される。）に、Ｃ種期末配当金の額を当該金銭対価取得請求日

の属する事業年度の初日から当該金銭対価取得請求日までの日数（初日及び取得日を含む。）で日割計算

した額（１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。）を加算した額の金銭を支払う。但

し、金銭対価取得請求日の属する事業年度において、Ｃ種種類株主等に対してＣ種中間配当金が支払われ

ているときは、その額を控除する。

また、Ｃ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の総額は、「取得請求限度額（以下に定義され

る。）」を上限とし、かつ法令の許容する額の範囲内とする。

「取得請求限度額」は、当社の前事業年度末における分配可能額から、前事業年度に係る各種類株式の期

末配当金の支払総額を控除した金額に70.0％を乗じた額とする。
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 ③ 取得請求受付場所

東京都中央区新富二丁目14番４号

第一中央汽船株式会社

 ④ 取得請求の方法

Ｃ種種類株式の取得請求をしようとするＣ種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係

るＣ種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなけれ

ばならない。

 ⑤ 取得請求の効力発生

Ｃ種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生す

る。

(6) 譲渡制限

 Ｃ種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

    ８　Ｄ種種類株式の内容は次のとおりであります。

(1) 単元株式数は１株とする。

(2) 議決権

 ① 株主総会の議決権

Ｄ種種類株式を有する株主（以下「Ｄ種種類株主」という。）は、株主総会において議決権を有しない。

 ② 種類株主総会の議決権

Ｄ種種類株主は、当社のＤ種種類株主を構成員とする種類株主総会において、Ｄ種種類株式１株につき１

個の議決権を有する。なお、Ｄ種種類株式については、会社法第322条第２項に規定する定款の定めはな

い。

(3) 剰余金の配当

 ① Ｄ種期末配当金

当社は、剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録さ

れたＤ種種類株主又はＤ種種類株式の登録株式質権者（Ｄ種種類株主と併せて以下「Ｄ種種類株主等」と

いう。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者

（普通株主と併せて以下「普通株主等」という。）に先立ち、Ｄ種種類株式１株につき、Ｄ種種類株式１

株当たりの払込金額相当額（但し、Ｄ種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又は

これらに類する事由があった場合には、適切に調整される。）に、下記②に定める配当年率（以下「Ｄ種

優先配当年率」という。）を乗じて算出した額の金銭（以下「Ｄ種期末配当金」という。）の配当を行

う。但し、当該基準日の属する事業年度においてＤ種種類株主等に対して下記③に定めるＤ種中間配当金

を支払ったときは、その額を控除する。なお、Ｄ種期末配当金に、各Ｄ種種類株主等の保有に係るＤ種種

類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

 ② Ｄ種優先配当年率

Ｄ種優先配当年率は、2.00％とする。

 ③ Ｄ種中間配当金

当社は、剰余金の中間配当を行うときは、当該剰余金の中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録さ

れたＤ種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、Ｄ種種類株式１株につき、Ｄ種期末配当金の額の２分

の１を上限とする金銭の剰余金（以下「Ｄ種中間配当金」という。）の配当を行う。

 ④ 非参加条項

Ｄ種種類株主等に対して、Ｄ種期末配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収

分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当

又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに

規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

 ⑤ 累積条項

ある事業年度においてＤ種種類株主等に対して行う剰余金の配当の額がＤ種期末配当金の額に達しないと

き、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額（以下「累積未払Ｄ種優先配当金」とい

う。）については、Ｄ種種類株主等に対して、普通株主等に対する剰余金の配当及びＤ種種類株主等に対

するＤ種期末配当金及びＤ種中間配当金の額の支払いに先立ち、これを支払う。

 ⑥ 優先順位

Ｄ種種類株式の剰余金の配当(累積未払Ｄ種優先配当金の配当を含む。)の支払順位は、Ａ種種類株式、Ｂ

種種類株式及びＣ種種類株式と同順位とする。

(4) 残余財産の分配

 ① 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、Ｄ種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、Ｄ種種類株式１株に

つき、Ｄ種種類株式１株当たりの払込金額相当額（但し、Ｄ種種類株式につき、株式の分割、株式無償割

当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。）の金銭（以下「Ｄ種

残余財産分配額」という。）を支払う。なお、Ｄ種残余財産分配額に、各Ｄ種種類株主の保有に係るＤ種

種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

 ② 非参加条項

Ｄ種種類株主等に対して、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

 ③ 優先順位
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Ｄ種種類株式の残余財産の分配の支払順位は、Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式と同順位と

する。

(5) 普通株式を対価とする取得請求権

 ① 普通株式対価取得請求権

Ｄ種種類株主は、平成26年11月７日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記②に定める数の普通

株式の交付と引換えに、その有するＤ種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができる

ものとする（以下「普通株式対価取得請求」という。）。但し、Ｄ種種類株主は、平成26年11月７日以降

平成27年２月６日までの間は、取得価額の合計額が累計で47億円を超えない限度においてのみ、普通株式

対価取得請求をすることができるものとする。

当社は、当該普通株式対価取得請求に係るＤ種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内

において、当該Ｄ種種類株主に対して普通株式を交付するものとする。

 ② Ｄ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

Ｄ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るＤ種種類株式の数

に払込金額相当額（但し、Ｄ種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに

類する事由があった場合には、適切に調整される。）を乗じて得られる額を取得価額で除して得られる数

とする。また、普通株式対価取得請求に係るＤ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に

１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第３

項に定める金銭の交付は行わない。

 ③ 取得請求受付場所

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

 ④ 取得請求の方法

Ｄ種種類株式の取得請求をしようとするＤ種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係

るＤ種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなけれ

ばならない。

 ⑤ 取得請求の効力発生

Ｄ種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生し、

当社は、Ｄ種種類株式を取得し、当該取得請求をしたＤ種種類株主は、当社がそのＤ種種類株式の取得と

引換えに交付すべき普通株式の株主となる。

 ⑥ 普通株式の交付方法

当社は、Ｄ種種類株式の取得の効力発生後、当該取得請求をしたＤ種種類株主に対して、当該Ｄ種種類株

主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加

の記録を行うことにより普通株式を交付する。

(6) 金銭を対価とする取得請求権

 ① 金銭対価取得請求権

Ｄ種種類株主は、毎年７月１日から７月31日までの間に当社に対し事前の通知（撤回不能とする。）を

行った上で、その直後に到来する９月１日（以下「金銭対価取得請求日」という。）において、法令に従

い、当社に対して、下記②に定める額の金銭の交付と引換えに、その有するＤ種種類株式の全部又は一部

を取得することを請求することができるものとする（以下、「金銭対価取得請求」という。）。

当社は、当該金銭対価取得請求に係るＤ種種類株式の取得と引換えに、法令の許容する範囲内において、

当該Ｄ種種類株主に対して金銭を交付するものとする。

但し、Ｄ種種類株式及びその他の種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額の総額が、「取得請求限度

額（下記②において定義される。）」又は法令の許容する額のいずれか低い金額を超える場合には、当社

が取得すべきＤ種種類株式は、当該金銭対価取得請求日に金銭対価取得請求がなされたＤ種種類株式及び

他の種類株式の株式数にそれぞれの種類株式の残余財産分配額を乗じた金額に応じた比例按分の方法によ

り決定するものとし、かかる方法に従い取得されないことが決定したＤ種種類株式については、金銭対価

取得請求がなされなかったものとみなす。

 ② Ｄ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額

当社は、Ｄ種種類株式を取得するのと引換えに、Ｄ種種類株式１株につき、Ｄ種種類株式１株当たりのＤ

種残余財産分配額（但し、Ｄ種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに

類する事由があった場合には、適切に調整される。）及び累積未払Ｄ種優先配当金の合計額に、Ｄ種期末

配当金を当該金銭対価取得請求日の属する事業年度の初日から当該金銭対価取得請求日までの日数（初日

及び取得日を含む。）で日割計算した額（１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。）を

加算した額の金銭を支払う。但し、金銭対価取得請求日の属する事業年度において、Ｄ種種類株主等に対

してＤ種中間配当金が支払われているときは、その額を控除する。

また、Ｄ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の総額は、「取得請求限度額（以下に定義され

る。）」を上限とし、かつ法令の許容する額の範囲内とする。

「取得請求限度額」は、当社の前事業年度末における分配可能額から、前事業年度に係る各種類株式の期

末配当金及び累積未払Ｄ種優先配当金の支払総額を控除した金額に70.0%を乗じた額とする。

 ③ 取得請求受付場所

東京都中央区新富二丁目14番４号

第一中央汽船株式会社

 ④ 取得請求の方法

EDINET提出書類

第一中央汽船株式会社(E04238)

有価証券報告書

 28/115



Ｄ種種類株式の取得請求をしようとするＤ種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係

るＤ種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなけれ

ばならない。

 ⑤ 取得請求の効力発生

Ｄ種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生す

る。

(7) 譲渡制限

 Ｄ種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

①Ａ種種類株式

 

第４四半期会計期間

(平成27年１月１日から

　平成27年３月31日まで)

第68期

(平成26年４月１日から

　平成27年３月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株

予約権付社債券等の数(個)
1,400,000 1,400,000

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) 27,450,979 27,450,979

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 51 51

当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) ― ―

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修

正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)
― 1,400,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)
― 27,450,979

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)
― 51

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)
― ―
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②Ｄ種種類株式

 

第４四半期会計期間

(平成27年１月１日から

　平成27年３月31日まで)

第68期

(平成26年４月１日から

　平成27年３月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株

予約権付社債券等の数(個)
3,261,320 6,491,000

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) 62,460,515 122,269,401

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 52.256 53.124

当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) ― ―

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修

正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)
― 6,491,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)
― 122,269,401

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)
― 53.124

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)
― ―

 

 
(4) 【ライツプランの内容】

  該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成24年４月１日～
平成25年３月31日
(注)１

15,000,000 278,549,171 7,500 20,758 7,500 8,293

平成25年４月１日～
平成26年３月31日
(注)２

16,400,000 294,949,171 8,200 28,958 8,200 16,493

平成26年４月１日～
平成27年３月31日
(注)３、４、５

158,220,380 453,169,551 ― 28,958 △16,493 ―

 

(注) １　平成25年２月５日開催の臨時株主総会において決議した、株式会社商船三井を割当先とする第三者割当によ

るＡ種種類株式の発行による増加であります。

発行価格　　　１株につき1,000円

資本組入額　 　　　15,000百万円

２　平成25年６月27日開催の定時株主総会において決議した、第三者割当によるＡ種種類株式の発行による増加

であります。

発行価格　　　１株につき1,000円

資本組入額　　 　　16,400百万円

割当先　　　 株式会社商船三井　　　       15,000,000株

　　　　　　　MI-DAS LINE S.A.　　　        1,000,000株

　　　　　　　GREEN SPANKER SHIPPING S.A.　　　200,000株

　　　　　　　SOUTHERN ROUTE MARITIME S.A.　 　100,000株

　　　　　　　SUN LANES SHIPPING S.A.　　   　100,000株

３ 平成26年６月27日開催の定時株主総会において決議した、平成26年７月８日を払込日とする第三者割当によ

るＤ種種類株式の発行により、発行済株式総数が8,500,000株増加しております。

発行価格　　　１株につき1,000円

資本組入額　 　　　 8,500百万円
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４ 平成26年７月８日付で第三者割当増資の払込を受け、資本金が4,250百万円、資本準備金が4,250百万円増加

し、会社法第447条第１項乃至第３項及び第448条第１項乃至第３項の規定に基づき、株式の発行と同時に資

本金を4,250百万円、資本準備金を4,250百万円減少し、平成26年６月27日開催の定時株主総会の決議によ

り、会社法第452条の規定に基づき剰余金の処分を行い、欠損を填補いたしました。

また、同定時株主総会の決議により、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金16,493百万円を減

少させ、会社法第452条の規定に基づき、繰越利益剰余金に振り替えております。

５ Ａ種種類株式に係る取得請求権の行使により普通株式が27,450,979株、Ｄ種種類株式に係る取得請求権の行

使により普通株式が122,269,401株増加しております。

 

(6) 【所有者別状況】

 

普通株式
平成27年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 23 59 189 64 44 20,956 21,335 ―

所有株式数
(単元)

― 44,616 13,635 95,319 48,073 763 209,978 412,384 885,551

所有株式数
の割合(％)

― 10.82 3.31 23.11 11.66 0.18 50.92 100.00 ―
 

(注) １　自己株式7,543,875株は「個人その他」に7,543単元、「単元未満株式の状況」に875株含まれております。

２　上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ

   ４単元及び610株含まれております。

 

Ａ種種類株式
平成27年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― ― ― 1 ― ― 1 2 ―

所有株式数
(単元)

― ― ― 30,000 ― ― 1,400 31,400 ―

所有株式数
の割合(％)

― ― ― 95.54 ― ― 4.46 100.00 ―
 

(注) 「個人その他」の1,400単元は自己株式であります。

 

Ｄ種種類株式
平成27年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数１株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― ― ― 2 ― ― 1 3 ―

所有株式数
(単元)

― ― ― 2,009,000 ― ― 6,491,000 8,500,000 ―

所有株式数
の割合(％)

― ― ― 23.64 ― ― 76.36 100.00 ―
 

(注) 「個人その他」の6,491,000単元は自己株式であります。
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(7) 【大株主の状況】

 

所有株式数別
平成27年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社商船三井 東京都港区虎ノ門２丁目１番１号 98,774 21.80

MI-DAS LINE S.A.
（常任代理人　洞雲汽船株式会
社）

ELVIRA MENDEZ STREET, CITY OF PANAMA,
REPUBLIC OF PANAMA
（愛媛県今治市波方町郷甲１３０７－８)

14,707 3.25

三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台３丁目９番地 13,054 2.88

大和PIパートナーズ株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目９番１号 10,613 2.34

PEDREGAL MARITIME S.A.
（常任代理人　みずほ証券株式
会社）

53RD E STREET, URBANIZACION MARBELLA,
MMG TOWER, 16TH FLOOR, PANAMA, REP. OF
PANAMA
（東京都千代田区大手町１丁目５－１）

8,730 1.93

GREEN SPANKER SHIPPING S.A.
（常任代理人　SMBC日興証券株
式会社）

COMOSA BUILDING, SAMUEL LEWIS AVENUE AND
MANUEL MARIA ICAZA, PANAMA CITY,
REPUBLIC OF PANAMA
（東京都千代田区丸の内３丁目３―１）

7,428 1.64

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 5,710 1.26

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(三井住友信託銀行
再信託分・株式会社三井住友銀
行退職給付信託口)

東京都中央区晴海１丁目８―11 5,710 1.26

住友金属鉱山株式会社 東京都港区新橋５丁目11―３号 5,352 1.18

SOUTHERN ROUTE MARITIME, S.A.
（常任代理人　SMBC日興証券株
式会社）

COMOSA BUILDING, SAMUEL LEWIS AVENUE AND
MANUEL MARIA ICAZA, PANAMA CITY,
REPUBLIC OF PANAMA
（東京都千代田区丸の内３丁目３―１）

4,591 1.01

SUN LANES SHIPPING S.A.
（常任代理人　SMBC日興証券株
式会社）

COMOSA BUILDING, SAMUEL LEWIS AVENUE AND
MANUEL MARIA ICAZA, PANAMA CITY,
REPUBLIC OF PANAMA
（東京都千代田区丸の内３丁目３―１）

4,591 1.01

計 － 179,262 39.56
 

(注) １　上記のほか当社所有の自己株式15,434千株(3.41%)があります。

　　 ２　前事業年度末現在主要株主であった新日鐵住金株式会社は、当事業年度末では主要株主ではなくなりまし　

　　　　 た。

    ３　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀行退職給付

信託口)名義5,710千株は、株式会社三井住友銀行が実質保有しております。
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所有議決権数別
平成27年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数

(個)

総株主の議決権
に対する

所有議決権数
の割合(％)

株式会社商船三井 東京都港区虎ノ門２丁目１番１号 68,774 16.99

MI-DAS LINE S.A.
（常任代理人　洞雲汽船株式会
社）

ELVIRA MENDEZ STREET, CITY OF PANAMA,
REPUBLIC OF PANAMA
（愛媛県今治市波方町郷甲１３０７－８)

14,707 3.63

三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台３丁目９番地 13,054 3.22

大和PIパートナーズ株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目９番１号 10,000 2.47

PEDREGAL MARITIME S.A.
（常任代理人　みずほ証券株式
会社）

53RD E STREET, URBANIZACION MARBELLA,
MMG TOWER, 16TH FLOOR, PANAMA, REP. OF
PANAMA
（東京都千代田区大手町１丁目５－１）

8,730 2.15

GREEN SPANKER SHIPPING S.A.
（常任代理人　SMBC日興証券株
式会社）

COMOSA BUILDING, SAMUEL LEWIS AVENUE AND
MANUEL MARIA ICAZA, PANAMA CITY,
REPUBLIC OF PANAMA
（東京都千代田区丸の内３丁目３―１）

7,428 1.83

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 5,710 1.41

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(三井住友信託銀行
再信託分・株式会社三井住友銀
行退職給付信託口)

東京都中央区晴海１丁目８―11 5,710 1.41

住友金属鉱山株式会社 東京都港区新橋５丁目11―３号 5,352 1.32

SOUTHERN ROUTE MARITIME, S.A.
（常任代理人　SMBC日興証券株
式会社）

COMOSA BUILDING, SAMUEL LEWIS AVENUE AND
MANUEL MARIA ICAZA, PANAMA CITY,
REPUBLIC OF PANAMA
（東京都千代田区丸の内３丁目３―１）

4,591 1.13

SUN LANES SHIPPING S.A.
（常任代理人　SMBC日興証券株
式会社）

COMOSA BUILDING, SAMUEL LEWIS AVENUE AND
MANUEL MARIA ICAZA, PANAMA CITY,
REPUBLIC OF PANAMA
（東京都千代田区丸の内３丁目３―１）

4,591 1.13

計 － 148,647 36.72
 

(注) 　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀行退職給付信

託口)名義5,710個は、株式会社三井住友銀行が実質保有しております。
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成27年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式

Ａ種種類株式
         31,400,000

―

(注)１
Ｄ種種類株式
          8,500,000

―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

― ―
普通株式  7,543,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 404,841,000          404,841 ―

単元未満株式 普通株式    885,551 ― ―

発行済株式総数          453,169,551 ― ―

総株主の議決権 ―          404,841 ―
 

(注) １ Ａ種種類株式及びＤ種種類株式の内容は「１ 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の注記に記

載しております。

２ 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の普通株式の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそ

れぞれ4,000株(議決権４個)及び610株含まれております。

３ 「単元未満株式」の普通株式の欄には、自己株式875株が含まれております。
　

② 【自己株式等】

平成27年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
第一中央汽船株式会社

東京都中央区新富       
　　２丁目14番４号

7,543,000 ― 7,543,000 1.83

計 ― 7,543,000 ― 7,543,000 1.83
 

(注) このほか、無議決権株式の区分において、Ａ種種類株式1,400,000株、Ｄ種種類株式6,491,000株を自己株式と

して所有しております。

　　　

第三者割当等による取得者の株式等の移動状況

　　　　平成26年７月８日に第三者割当により発行した株式の取得者から、平成26年７月８日から２年間当該株式の

全部または一部を譲渡した場合には、直ちに、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価

格、譲渡の理由、譲渡の方法等を書面により報告していただく旨の確約書を得ております。なお、当該株式に

ついて発行日から有価証券報告書の提出日までの間に、株式の移動は行われておりません。

　　　

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条７号による普通株式の取得

 会社法第155条４号によるＡ種種類株式及びＤ種種類株式の取得
 

　
 
　
(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　　　 該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　　　 該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　　 会社法第155条７号による普通株式の取得

区分 株式数(株) 価格の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 19,868 1,430

当期間における取得自己株式 3,243 135
 

(注)　当期間における取得自己株式には、平成27年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。　

 

　　 会社法第155条４号によるＡ種種類株式及びＤ種種類株式の取得

区分 株式数(株) 価格の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式
 
 Ａ種種類株式
 
 Ｄ種種類株式

 
1,400,000

 
6,491,000

 
―
 
―

当期間における取得自己株式
 
 Ａ種種類株式
 
 Ｄ種種類株式

 
―
 
―

 
―
 
―

 

(注)　当期間における取得自己株式には、平成27年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

普通株式

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他
(    ―    )

― ― ― ―

保有自己株式数 7,543,875 ― 7,547,118 ―
 

(注)　当期間における保有自己株式には、平成27年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。　

 

Ａ種種類株式

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他
(    ―    )

― ― ― ―

保有自己株式数 1,400,000 ― 1,400,000 ―
 

(注)　当期間における保有自己株式には、平成27年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。

 

Ｄ種種類株式

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他
(    ―    )

― ― ― ―

保有自己株式数 6,491,000 ― 6,491,000 ―
 

(注)　当期間における保有自己株式には、平成27年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。
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３ 【配当政策】

利益配分につきましては、各事業年度の利益状況と将来の事業展開に備えた企業体質強化のために内部留保の充実

に留意しつつ、株主の皆様に継続的にかつ安定的利益還元を行うことを基本方針としており、当面、連結配当性向

20％程度の配当を目標とし総合的・長期的な還元策を実施していくこととしております。

　しかしながら、当社は当事業年度におきまして当期純損失を計上することになり、また当面の厳しい経営環境を考

慮したうえで、誠に遺憾ながら、当期末は配当を見送らせていただくことといたしました。

なお、当社は、会社法第454条５項に定める中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。これに基づ

き、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中

間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

 

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　　普通株式

 

回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

最高(円) 319 167 147 144 100

最低(円) 109 87 56 86 37
 

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

　　Ａ種種類株式

　　　当社Ａ種種類株式は、非上場であるため、該当事項はありません。

 

　　Ｄ種種類株式

　　　当社Ｄ種種類株式は、非上場であるため、該当事項はありません。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　　普通株式

 

月別 平成26年10月 11月 12月 平成27年１月 ２月 ３月

最高(円) 92 70 60 72 48 46

最低(円) 63 46 48 37 41 41
 

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

　　Ａ種種類株式

　　　当社Ａ種種類株式は、非上場であるため、該当事項はありません。

 

　　Ｄ種種類株式

　　　当社Ｄ種種類株式は、非上場であるため、該当事項はありません。
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５ 【役員の状況】

男性 10名　女性 ―名　（役員のうち女性の比率 ―％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役
社長執行
役員

藥 師 寺 正 和 昭和23年６月18日生

昭和47年４月 大阪商船三井船舶㈱入社

(注)4
普通株式

49

平成12年６月 ㈱商船三井執行役員定航部長

平成13年６月 同社執行役員経営企画部長

平成15年６月 同社常務執行役員

平成17年６月 同社専務執行役員

平成18年６月 同社取締役専務執行役員

平成19年６月 同社代表取締役副社長執行役員

平成22年６月 同社代表取締役副会長執行役員

平成24年４月 当社顧問

平成24年６月 ㈱商船三井代表取締役副会長執行

役員退任

当社代表取締役社長執行役員(現)

代表取締役
専務執行
役員

藤　田　幸　司 昭和28年１月29日生

昭和51年４月 当社入社

(注)4
普通株式

56

平成11年６月 当社企画グループ長

平成12年８月 当社企画・財務グループ長

平成18年６月 当社取締役

平成19年６月 当社取締役退任

当社執行役員

平成21年６月 当社取締役常務執行役員

平成25年６月 当社代表取締役専務執行役員(現)

取締役
常務執行
役員

小　髙　宏　介 昭和27年７月25日生

昭和50年４月 当社入社

(注)4
普通株式

40

平成11年６月 当社鉄鋼原料グループ長

平成12年８月 当社鉄原・エネルギー資源輸送グ

ループ長

平成15年８月 当社鉄原・タンカーグループ長

平成19年６月 当社執行役員

平成22年６月 当社常任監査役(常勤)

平成25年６月 当社常任監査役退任

当社取締役常務執行役員(現)

取締役
常務執行
役員

菅　野　正　弘 昭和31年７月１日生

昭和56年２月 当社入社

(注)4
普通株式

22

平成18年６月 当社船舶グループ長

平成23年６月 当社執行役員

平成25年６月 当社取締役常務執行役員(現)

取締役
常務執行
役員

江　川　俊　英 昭和33年２月８日生

昭和56年４月 当社入社

(注)4
普通株式

41

平成15年３月 当社シンガポール在勤員事務所長

平成19年６月 当社電力・大型不定期グループ長

平成22年６月 当社大型不定期グループ長

平成23年６月 当社理事

平成25年６月 当社執行役員

平成27年６月 当社取締役常務執行役員(現)

取締役 ― 桑　島　　進 昭和18年11月７日生

昭和63年10月 東京商船大学教授

(注)1,4 ―

平成４年５月 社団法人日本航海学会理事・会長

平成13年４月 東京商船大学副学長

平成16年４月 国立大学法人東京海洋大学理事・

副学長

平成16年４月 人事院安全専門委員

平成17年６月 国土交通省交通政策審議会海事分

科会水先部会委員

平成18年４月 国立大学法人東京海洋大学名誉教

授(現)

平成27年６月 当社取締役(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(千株)

取締役 ― 中　島　　新 昭和45年12月13日生

平成７年６月 アーサーアンダーセンアンドカン

パニー入所

(注)1,4 ―

平成10年４月 米国公認会計士登録

平成12年７月 リンクレーターズ法律事務所入所

平成18年11月 ウェストエルビー銀行入行

平成19年６月 米国ニューヨーク州弁護士登録

平成21年12月 弁護士登録

平成22年12月 香港上海銀行入行

平成25年８月 弁護士法人エル・アンド・ジェイ

法律事務所入所(現)

平成27年６月 当社取締役(現)

常任監査役

　

(常勤)

― 中　上　光　一 昭和32年３月15日生

昭和54年４月 当社入社

(注)5
普通株式

19

平成16年６月 当社内航グループ長

平成19年６月 当社不定期グループ長

平成21年６月 当社執行役員

平成25年６月 当社常任監査役(現)

監査役 ― 鑄　山　賢　一 昭和28年１月15日生

昭和50年４月 日本開発銀行入行

(注)2,5 ―

平成15年６月 ㈱日本政策投資銀行中国支店長

平成17年５月 国立大学法人北海道大学理事

平成27年４月 ＤＢＪリアルエステート㈱取締役

会長(現)

平成27年６月 当社監査役(現)

監査役 ― 石　橋　廣　樹 昭和29年11月５日生

昭和53年４月 大阪商船三井船舶㈱入社

(注)2,5 ―

平成16年６月 ㈱商船三井財務部会計統括グルー

プリーダー

平成17年６月 MOL (ASIA) LTD. SEOUL SENIOR

REPRESENTATIVE

平成20年６月 日下部建設㈱取締役

平成23年６月 ㈱商船三井内部監査室室長代理

(現)

平成25年６月 当社監査役(現)

計
普通株式

227
 　 　　
(注) １　取締役　桑島進並びに取締役　中島新は、社外取締役であります。

　　 ２　監査役　鑄山賢一並びに監査役　石橋廣樹は、社外監査役であります。

３　当社は、取締役会における迅速な意思決定及び経営の監視・監督を強化するため、取締役の少人数化を実施

するとともに、業務執行体制の強化のため、平成19年６月28日より執行役員制度を導入しております。執行

役員(取締役兼務者を除く）は９名であります。

    ４　取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

    ５　監査役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、経営理念において「顧客のニーズを追求した付加価値の高いサービスを提供し、顧客とともに

発展」し、「株主の期待に沿うべく、適正な利潤の確保と長期安定経営により企業価値の増大に努め」「倫理観を

もって企業活動に邁進し、国際社会での信頼を築く」と同時に「船舶の安全運航を徹底し、地球環境の保全に努め

る」と謳い、企業の社会的責任を遂行しつつ適正利益を確保し、法令遵守、企業倫理並びに安全運航・環境保全に

努めております。

 

　①企業統治の体制

　イ.企業統治の体制の概要

当社は、公正な経営を維持することを主たる目的として次の経営システムを運営しております。

 

社外取締役２名を含む７名の取締役から成る取締役会は、原則、毎月１回開催され、法令で定められた事項のほ

か、当社の業務執行に関する基本方針を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しています。当社は平成19

年に業務執行体制強化のため、「執行役員制度」を導入しました。執行役員は、取締役会で選任され、取締役会で

決定した会社の方針や委任された業務の担当に従い、代表取締役から権限の委譲を受けたうえ、代表取締役の指揮

監督に基づき、業務の執行にあたっています。業務執行については、取締役会規則及び社内規則により、業務分

掌、権限規程を定めています。特に重要な事項については、経営会議及びその下部機関である予算・長期計画委員

会、船隊整備委員会、財務対策委員会、システム委員会で慎重に審議しています。

また、当社は監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役２名を含む３名の監査役で構成されています。監

査役は取締役の職務の執行を監査するため、取締役会や経営会議をはじめとする重要会議に出席するほか、代表取

締役等との定期的な意見交換を通じ、監査上の重要課題に対する認識を深めるよう努めています。また、監査役は

会計監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツや、各部署から独立した内部監査部門である内部監査室と

の意見交換、決裁書の閲覧等により監査業務を行っています。

なお、当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める最低責任限度額

であります。

上記体制を採用することにより、当社の企業統治の体制については、有効に機能していると考えます。

 

　ロ.企業統治に関する事項

内部統制については内部監査制度を設けており、内部監査室により業務執行の適正性についての内部監査を実施

しております。また、海運市況、為替、金利、燃料油等の業務執行上のリスク及びコンプライアンス、情報セキュ

リティ、環境保全等に対するリスクの管理については、主管となる部署を定め、リスクに応じ、社内規則の制定、

マニュアルの作成等により、リスクを管理する体制を整備しております。また、船隊の整備については、専門の委

員会にて定期的に保有船、期間用船、保有貨物契約、市況などの分析を行い、重要な案件については、社内規則に

則り、専門の委員会、経営会議、取締役会にて十分な討議のうえ実施の適否を決定するほか、経営に重大な影響を

及ぼす海難事故、災害への対応については、事前の対策を含め、迅速な有事対応が可能な体制を整備しておりま

す。

また、当社グループとしての業務の適正化を図るため、関係会社管理に関する社内規則を制定のうえ主管組織を

定め、各子会社の自主性を尊重しつつ、重要事項については同規則に従い各子会社から当社へ報告させることと

し、当社関与のもとでグループ経営の適正な運営を確保しております。
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　②内部監査及び監査役監査

当社の内部監査室は独立した機関であり、２名体制で当社の内部監査規則に基づき、業務決定の手続き、執行状

況につき内部監査を実施し、その内容につき、定期的に社長、監査役に報告する体制を整備しており、監査役と緊

密な連係を保ち、効率的な監査の実施に努めております。

また、監査役の職務の執行に関し補助が必要な場合、特定の使用人に対し業務調査を指示できることとし、必要

に応じ外部専門家を任用できる体制を整備しております。

監査役は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、内部統制システム及びリスク評価等について説明を受け、

それに基づき、会計監査人の子会社往査、実地棚卸及び監査講評に立ち会うなど、緊密な連携を保ち、意見及び情

報の交換を行い、効率的な監査の実施に努めております。

　

  ③社外取締役及び社外監査役

当社におきましては社外取締役２名及び社外監査役２名がおります。

それぞれの社外取締役及び社外監査役個人との利害関係はありません。

イ.社外取締役又は社外監査役選任の方針

当社は、以下の要件のいずれかを満たす方を社外取締役又は社外監査役として選任する方針であります。

　◇企業経営者としての見識や、組織運営の経験が豊富な方

　◇海上運送事業のなかでも、とりわけ原料輸送を中心とした不定期船事業を営む当社の経営に有用な意見をいた

　　だける方

　◇法律、財務、会計等に関する高度な専門知識と経験を有する方

　◇当社経営陣と独立した立場から当社の経営に有用な意見をいただける方

ロ．社外取締役又は社外監査役として選任している理由

　社外取締役　桑島進は、当社と利害関係のない中立的な立場にあり、操船論を主な研究分野として、国立大学法

人東京海洋大学教授として長年船員育成に従事してきた経験と、同大学副学長として大学運営に携わるなど豊富な

知識と経験とを有しており、その高度かつ幅広い専門的知見から当社の経営全般に有用な意見をいただけると判断

し、当社の社外取締役に選任しております。

　また、社外取締役　中島新は、当社と利害関係のない中立的な立場にあり、弁護士として国内外企業法務実務に

従事した経験を持ち、とりわけ海事法務に精通しております。また、米国公認会計士並びに税理士として税務及び

会計に関する豊富な知識を有しており、その高度かつ幅広い専門的知見から、当社の経営全般に有用な意見をいた

だけると判断し、当社の社外取締役に選任しております。

　社外監査役　鑄山賢一は、株式会社日本政策投資銀行における長年の経験と、国立大学法人北海道大学及びＤＢ

Ｊリアルエステート株式会社において経営者としての実績を有しており、その財務及び組織管理に関する長年の経

験と豊富な知識を監査業務に活かすべく当社の社外監査役に選任しております。

　社外監査役　石橋廣樹は、株式会社商船三井における経歴から、財務、経理及び監査に関する長年の経験と幅広

い知見を有しており、それを監査に活かすべく当社の社外監査役に選任しております。

　このように、当社と利害関係のない中立的な立場にある社外役員が、それぞれの経験と専門的な知識を基に当社

経営状況を常に監督し、当社経営陣に意見を述べられる状況下で経営改善策の実行に取り組むことが、当社経営再

建を実現するために最善の監査・監督体制であるとの判断に基づいて上記体制を採用しており、当社の企業統治の

体制については、有効に機能していると考えます。
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(業務執行の体制、経営監視及び内部統制の仕組み)
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　④役員報酬等

　イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数
 　(名)基本報酬

ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

75 75 ― ― ― 6

監査役
(社外監査役を除く。)

13 13 ― ― ― 1

社外役員 4 4 ― ― ― 1
 

 

　ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

　連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

　ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

　当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりません。

 

　⑤株式の保有状況

　イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

　　銘柄数　　　　　　　　　　  　11銘柄

　　　貸借対照表計上額の合計額 　506百万円

 

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

 

   （前事業年度)

　    特定投資株式

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

住友金属鉱山㈱ 141,840 183
投資先との取引関係(収益もしくは財務

基盤)の維持強化及び拡大のため

新日鐵住金㈱ 358,591 101 〃
 

 

   （当事業年度)

　    特定投資株式

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

住友金属鉱山㈱ 141,840 249
投資先との取引関係(収益もしくは財務

基盤)の維持強化及び拡大のため
 

 

　ハ.保有目的が純投資目的である投資株式

　　  該当事項はありません。
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　⑥会計監査の状況

当社は、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会計監査について、有限責任監査法人トーマツと監査契

約を締結しております。

　イ．業務を執行した公認会計士

　指定有限責任社員 業務執行社員：桃木 秀一、藤井 淳一

　ロ．会計監査業務に係る補助者の構成

　公認会計士：５名、その他従事者：８名

 

　⑦取締役の選任の決議要件

当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。また、当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使

することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累

積投票によらない旨を定款で定めております。

 

　⑧取締役会の決議事項

当社は、株主への剰余金の配当の充実を図るため、会社法第454条第５項に定める毎年９月30日を基準日とした

中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款で定めております。

また、当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするた

め、会社法165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することが

できる旨を定款で定めております。

 

　⑨株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的と

し、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

　⑩議決権制限株式

当社は、資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能

とするため、株主総会における議決権の有無及び内容について、普通株式と異なる定めをした議決権のないＡ種種

類株式及びＤ種種類株式を発行しております。なお、詳細につきましては、「１　株主等の状況　②発行済株式」

に記載しております。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 32 ― 32 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 32 ― 32 ―
 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

 
 

 

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありませんが、監査日数及び当社の規模等を勘案した上で決定しております。
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第５ 【経理の状況】

 

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

及び昭和29年運輸省告示第431号「海運企業財務諸表準則」に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）及び昭

和29年運輸省告示第431号「海運企業財務諸表準則」に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(平成26年４月１日から平成27年３月31

日まで)及び事業年度(平成26年４月１日から平成27年３月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責

任監査法人トーマツにより監査を受けております。

 

３  連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、以下のとおり連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

　会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構主催

のセミナー等への参加を通じて、会計基準等の変更や改正等にも対応できるよう、取り組んでおります。
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１ 【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

①【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

  【連結損益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 165,155 152,267

売上原価 ※1  167,115 ※1  160,731

売上総損失（△） △1,959 △8,464

一般管理費 ※2  4,721 ※2  4,726

営業損失（△） △6,681 △13,190

営業外収益   

 受取利息 3 3

 受取配当金 23 22

 持分法による投資利益 53 188

 為替差益 940 1,928

 その他営業外収益 98 145

 営業外収益合計 1,120 2,288

営業外費用   

 支払利息 2,046 2,189

 金利スワップ評価損 183 -

 その他営業外費用 793 875

 営業外費用合計 3,023 3,065

経常損失（△） △8,584 △13,966

特別利益   

 固定資産売却益 ※3  1,959 ※3  7,006

 投資有価証券売却益 367 93

 関係会社株式売却益 - 507

 用船契約解約金 47 91

 特別修繕引当金戻入額 57 338

 訴訟損失引当金戻入額 - 5,763

 訴訟費用戻入額 - 648

 内航船舶建造権売却益 66 -

 特別利益合計 2,498 14,449

特別損失   

 減損損失 ※4  1,001 ※4  2,705

 訴訟損失引当金繰入額 6,034 -

 用船契約解約金 1,821 345

 関係会社整理損 22 -

 特別損失合計 8,879 3,050

税金等調整前当期純損失（△） △14,965 △2,568

法人税、住民税及び事業税 360 721

法人税等調整額 28 △49

法人税等合計 389 672

少数株主損益調整前当期純損失（△） △15,354 △3,240

少数株主利益 74 67

当期純損失（△） △15,429 △3,307
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  【連結包括利益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） △15,354 △3,240

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △127 50

 繰延ヘッジ損益 537 △1,026

 為替換算調整勘定 △23 19

 持分法適用会社に対する持分相当額 99 27

 その他の包括利益合計 ※1  484 ※1  △928

包括利益 △14,870 △4,168

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △14,939 △4,256

 少数株主に係る包括利益 69 87
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②【連結株主資本等変動計算書】

 前連結会計年度(自 平成25年４月１日　至 平成26年３月31日)

(単位：百万円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 20,758 8,295 △11,529 △4,704 12,820

当期変動額      

新株の発行 8,200 8,200   16,400

当期純損失（△）   △15,429  △15,429

自己株式の取得    △1 △1

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額)
     

当期変動額合計 8,200 8,200 △15,429 △1 968

当期末残高 28,958 16,495 △26,958 △4,706 13,788
 

 

 

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 246 △116 △1,698 △1,568 1,005 12,257

当期変動額       

新株の発行      16,400

当期純損失（△）      △15,429

自己株式の取得      △1

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額)
△122 537 75 489 65 555

当期変動額合計 △122 537 75 489 65 1,523

当期末残高 123 420 △1,623 △1,078 1,071 13,781
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 当連結会計年度(自 平成26年４月１日　至 平成27年３月31日)

 

(単位：百万円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 28,958 16,495 △26,958 △4,706 13,788

当期変動額      

新株の発行 4,250 4,250   8,500

減資 △4,250 4,250   -

欠損填補  △24,995 24,995  -

当期純損失（△）   △3,307  △3,307

自己株式の取得    △1 △1

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額)
     

当期変動額合計 - △16,495 21,687 △1 5,191

当期末残高 28,958 - △5,271 △4,707 18,979
 

 

 

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 123 420 △1,623 △1,078 1,071 13,781

当期変動額       

新株の発行      8,500

減資      -

欠損填補      -

当期純損失（△）      △3,307

自己株式の取得      △1

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額)
32 △1,026 46 △948 △1,012 △1,961

当期変動額合計 32 △1,026 46 △948 △1,012 3,229

当期末残高 155 △606 △1,577 △2,027 58 17,011
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③【連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 20,598 20,941

  受取手形及び営業未収金 10,434 9,066

  有価証券 15 15

  貯蔵品 7,994 5,705

  繰延及び前払費用 3,821 3,443

  代理店債権 2,483 2,024

  未収入金 542 524

  繰延税金資産 41 17

  その他流動資産 5,402 2,986

  貸倒引当金 △44 △48

  流動資産合計 51,291 44,677

 固定資産   

  有形固定資産   

   船舶（純額） ※3  98,175 ※3  74,429

   建物及び構築物（純額） 178 167

   機械装置及び運搬具（純額） 334 326

   器具及び備品（純額） 69 67

   土地 356 298

   建設仮勘定 4,392 1,232

   有形固定資産合計 ※1  103,506 ※1  76,522

  無形固定資産   

   ソフトウエア 42 113

   その他無形固定資産 8 6

   無形固定資産合計 51 120

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※2  1,453 ※2  870

   長期前払費用 205 117

   長期前払用船料 2,952 1,998

   退職給付に係る資産 1 66

   繰延税金資産 129 82

   その他長期資産 1,032 1,083

   貸倒引当金 △42 △181

   投資その他の資産合計 5,731 4,037

  固定資産合計 109,289 80,680

 資産合計 160,580 125,357
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  営業未払金 11,916 8,924

  1年内償還予定の社債 310 1,000

  短期借入金 ※3  31,252 ※3  22,937

  未払法人税等 234 538

  繰延税金負債 601 42

  未払費用 261 278

  前受金 1,698 1,263

  賞与引当金 212 165

  その他流動負債 4,007 2,470

  流動負債合計 50,493 37,621

 固定負債   

  社債 4,980 3,380

  長期借入金 ※3  78,272 ※3  62,567

  リース債務 2,665 1,730

  繰延税金負債 816 431

  役員退職慰労引当金 22 8

  特別修繕引当金 1,530 979

  訴訟損失引当金 5,763 -

  退職給付に係る負債 1,142 623

  その他固定負債 1,111 1,004

  固定負債合計 96,305 70,725

 負債合計 146,799 108,346

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 28,958 28,958

  資本剰余金 16,495 -

  利益剰余金 △26,958 △5,271

  自己株式 △4,706 △4,707

  株主資本合計 13,788 18,979

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 123 155

  繰延ヘッジ損益 420 △606

  為替換算調整勘定 △1,623 △1,577

  その他の包括利益累計額合計 △1,078 △2,027

 少数株主持分 1,071 58

 純資産合計 13,781 17,011

負債純資産合計 160,580 125,357
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
 至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
  至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純損失（△） △14,965 △2,568

 減価償却費 6,893 7,580

 減損損失 1,001 2,705

 受取利息及び受取配当金 △27 △25

 支払利息 2,046 2,189

 為替差損益（△は益） △643 △910

 持分法による投資損益（△は益） △41 186

 金利スワップ評価損益（△は益） 183 -

 固定資産売却損益（△は益） △1,959 △7,006

 投資有価証券売却損益（△は益） △367 △93

 子会社株式売却損益（△は益） - △507

 訴訟損失引当金戻入額 - △5,763

 訴訟損失引当金繰入額 6,034 -

 用船契約解約金 77 -

 関係会社整理損 22 -

 売上債権の増減額（△は増加） 830 1,131

 貯蔵品の増減額（△は増加） 1,042 2,284

 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） △487 382

 長期前払用船料の増減額（△は増加） △2,952 577

 代理店債権の増減額（△は増加） 44 480

 未収入金の増減額（△は増加） 259 47

 立替金の増減額（△は増加） △117 115

 前渡金の増減額（△は増加） △303 357

 仕入債務の増減額（△は減少） 790 △2,620

 未払金の増減額（△は減少） △4,759 139

 前受金の増減額（△は減少） 464 △431

 預り金の増減額（△は減少） △34 △592

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △54 △11

 特別修繕引当金の増減額（△は減少） 347 △440

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △202 △219

 その他 △508 86

 小計 △7,388 △2,927

 利息及び配当金の受取額 27 25

 利息の支払額 △1,920 △2,171

 法人税等の支払額 △314 △407

 法人税等の還付額 15 10

 訴訟費用の受取額 - 648

 訴訟関連損失の支払額 △270 -

 営業活動によるキャッシュ・フロー △9,851 △4,821

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の純増減額（△は増加） 120 -

 有形固定資産の取得による支出 △21,221 △12,969

 有形固定資産の売却による収入 3,885 30,071

 投資有価証券の売却による収入 713 155

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

- ※2  873

 その他 189 78

 投資活動によるキャッシュ・フロー △16,313 18,209
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           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
 至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
  至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 465 △2,676

 長期借入れによる収入 25,766 5,894

 長期借入金の返済による支出 △10,964 △24,225

 社債の償還による支出 - △910

 株式の発行による収入 16,340 8,469

 自己株式の取得による支出 △1 △1

 少数株主への配当金の支払額 △4 △4

 その他 △252 △253

 財務活動によるキャッシュ・フロー 31,349 △13,707

現金及び現金同等物に係る換算差額 341 762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,525 442

現金及び現金同等物の期首残高 14,973 20,498

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  20,498 ※1  20,940
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

　当社グループは、不定期船航路を中心とする海上運送事業を行っており、当社を中心として国外及び国内の輸

送事業を展開しておりますが、外航海運市況の低迷が想定より長期化していることにより、業績にも多大な影響

を受けております。当社グループの船隊の期末現在での平均用船契約残存期間は約６年ですが、売上原価の約５

割を占める用船料は市況対比割高なため、前連結会計年度に続き、当連結会計年度におきましても131億90百万円

の営業損失、139億66百万円の経常損失となり、訴訟損失引当金戻入額57億63百万円を計上したものの33億７百万

円の当期純損失となりました。また、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましても48億21百万円のマイナ

スとなりました。

　当社グループはこの市況対比割高なコストの用船契約の解約や保有船舶の売却等による適正な船隊規模への縮

小を進めつつも、現在の外航海運市況の低迷が今後も続き、経営改善策が順調に進まなければ営業損失並びに経

常損失が継続し、また、当社グループに係る設備借入金（当連結会計年度末残高247億80百万円）について、借入

約定における財務制限条項に抵触し、その結果短期借入金を含む資金繰りにも懸念が生じるおそれがあります。

　そのため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

　そこで、当社グループは、このような事象又は状況を解消又は改善すべく、資金繰り改善のための緊急施策及

び平成26年３月に策定した中期経営計画を取り進めることに加え、金融機関への取引継続の要請を行っておりま

す。

　

(1) 資金繰り改善のための緊急施策

　　① 用船料の減額等

　当社グループは、現行の低迷した市況対比割高な用船料コストの負担を軽減するため、また資金繰りを改善す

るために、国内船主数十社に対して、一定期間用船料を減額いただくことを要請中であり、平成27年度は総額約

96億円にのぼる資金繰り改善へのご協力が得られる見込みです。

　　② 保有資産の譲渡等

　当社グループは、外航海運市況が継続して低迷し収益が圧迫されていることに伴う資金繰りの悪化を防ぐた

め、収益性の高い保有船舶等の資産の売却の検討を進めております。

(2) 平成26年３月に策定した中期経営計画

　(ⅰ) 市況リスクの低減のための施策

　　① 用船契約の解約等による船隊の縮小

　　② 小型船型へウェイトシフト及び中長期の貨物契約、貸船契約獲得による市況リスクの低減

　大型船型の外航海運市況並びに中古船の売買市況が回復した局面では、市況リスクの低減を図るべく、新規の

中長期貸船契約の成約による収入の固定化、保有船舶の売却及び用船契約の解約等を継続して実施しており、本

年１月から３月にかけて、保有船舶４隻の売却を完了、また５隻の定期用船契約の無償解約を実施しておりま

す。

　(ⅱ) コスト削減策の強化及び継続

　　① 減速運航の強化による燃料消費量削減の継続

　　② 一般管理費削減の継続

　　③ 船用品・潤滑油等の船費の削減の継続

　　④ 港費等の運航費削減の継続

　(ⅲ) 事業再編

　当社グループは、従来海運会社としての総合力を強化してまいりましたが、現在中期経営計画に基づく事業構

造改革を推進中であり、重点志向する事業領域へ経営資源を配分するため、本年３月に連結子会社であった内航

海運事業会社の株式を第三者へ譲渡いたしました。当社グループは、経営の効率化を図るため、引き続き売却を

含む事業構造改革を推進してまいります。

(3)　金融機関への取引継続の要請

　当連結会計年度末において当社グループに係る借入約定における財務制限条項に抵触する事態も発生しており

ますが、約定先金融機関に対する期限の利益喪失請求権を行使しない旨の当社グループ要請に対し、現時点では

当該債務の返済を求められてはおりません。

　当社グループは、各金融機関へ個別に現状等の説明をすることにより理解を得られ、従来の取引関係は維持さ
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れるものと考えており、取引先金融機関に対して引き続き期限の利益喪失請求権を行使しないこと及び短期借入

金の借り換え等、取引継続のご協力並びにご支援の要請をしてまいります。

 

　以上これらの対応策を順次取り進めておりますが、未だ長期化している海運市況の低迷による影響を受け、市

況対比割高なコストの用船契約の解約や保有船舶の売却等、船腹量の適正規模への修正の途上であり、収益の改

善には未だ至っておりません。

　また、資金繰り改善に向けた保有船舶等の資産売却については現段階で未確定であります。

　さらに期限の利益喪失請求権を行使しないこと及び短期借入金の借り換え等の支援要請は現在継続して実施中

であります。財務制限条項の抵触に関しては、現時点では当該債務の返済を求められてはおらず、当社としては

金融機関から一定の理解を頂いていると考えておりますが、契約上存在している期限の利益喪失請求権は放棄さ

れておりません。

　以上の点において、現時点においても継続企業の前提に関し重要な不確実性が存在するものと認識しておりま

す。

　なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を

連結財務諸表には反映しておりません。
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(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１　連結の範囲に関する事項　

（1）連結子会社の数　　23社　

主要な連結子会社名

「第１ 企業の概況、４関係会社の状況」に記載しているため、省略しております。

　　　　なお、当連結会計年度中に、連結子会社であるOsprey Maritime Co., S.A.は清算結了したため、また、

　　　泉汽船株式会社及び扶桑船舶株式会社については、保有する株式を売却したため、連結の範囲から除外して　　

　　　おります。

（2）主要な非連結子会社名　

第一中央商事株式会社

Daiichi　Chuo　Shipping(America)　Inc.

連結の範囲から除いた理由　

 非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。　

 

２　持分法の適用に関する事項　

（1）持分法を適用した非連結子会社数　6社　

主要な会社等の名称　

　第一中央商事株式会社、Daiichi　Chuo　Shipping(America)　Inc.　　

（2）持分法を適用した関連会社数　　3社　

会社等の名称　

　Maranaw Luzon Shipping Co., Inc.　

　なお、従来、持分法適用関連会社に含めておりましたS.D.Shipping(Panama)S.A.及びBelo Maritime Transport

S.A.は、当連結会計年度中に清算結了したため、持分法適用の範囲から除外しております。

（3）持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称　　　

　Westralian Bulk Charter Services Pty Ltd.　

持分法を適用しない理由　

 持分法を適用していない会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金等（持分に見合う

額）に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しておりま

す。　

 

３　連結子会社の事業年度等に関する事項　

 連結子会社のうち、在外連結子会社６社の決算日は12月31日であり、これらの各社については12月31日現在の財

務諸表を使用しておりますが、連結決算日までの間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っており

ます。　
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４　会計処理基準に関する事項　

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法　

①　有価証券　

その他有価証券　

時価のあるもの：　

決算期末日の市場価格等に基づく時価法　

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)　

時価のないもの：　

移動平均法による原価法　

②　貯蔵品　

先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）　

③　デリバティブ取引　

時価法　

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法　

①　有形固定資産（リース資産を除く）　　

　船舶については、主として定額法を採用しておりますが、一部の船舶について定率法を採用しております。

　また、船舶以外の有形固定資産については、主として定率法によっております。ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

船舶　　　　　　　５年～20年

建物及び構築物　　３年～50年

②　無形固定資産（リース資産を除く）　

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

自社利用のソフトウェア　５年

③　リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産　

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。　

(3) 重要な引当金の計上基準　

①　貸倒引当金　

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。　

②　賞与引当金　

従業員及び執行役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。　

③　役員賞与引当金　　　

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。　

なお、当連結会計年度は計上しておりません。　

④　役員退職慰労引当金　

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規により算出した当連結会計年度末における要支給額に基づき計上し

ております。

⑤　特別修繕引当金　

船舶の定期検査による修繕費の支出に備えるため、前回の定期検査の修繕費の実績等に基づいて計上しておりま

す。　

⑥　訴訟損失引当金　

訴訟による損害賠償の支出に備えるため、その経過等の状況に基づき負担見積額を計上しております。
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(4) 退職給付に係る会計処理の方法

当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準　

収益及び費用の計上基準は、外航就航船については航海の経過日数に基づいて収益及び費用を計上する航海日割

基準を、内航就航船については貨物の積切時に収益及び費用を計上する貨物積切基準を採用しております。　

(6) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

なお、在外子会社等の資産及び負債並びに収益及び費用の円貨への換算は、決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。　

(7) 重要なヘッジ会計の方法　

①　ヘッジ会計の方法　

繰延ヘッジ処理によっております。金利スワップに係る特例処理の適用要件を満たすものについては、金利ス

ワップの特例処理によっております。　

②　ヘッジ手段とヘッジ対象　

ヘッジ手段：デリバティブ取引(金利スワップ取引及び為替予約取引)　

ヘッジ対象：借入金の支払利息の一部に対し金利スワップ取引を、外貨建予定取引等に対し為替予約取引を行っ

ております。　

③　ヘッジ方針　

金利及び為替の相場変動による損失の可能性を減殺することを目的としております。　

④　ヘッジ有効性評価の方法　

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の

変動額等を基礎に判定しております。　

ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。　

(8) のれんの償却方法及び償却期間　
　

 ５年間の定額法により償却しております。　

(9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。　

(10) その他連結財務諸表作成のための重要な事項　

①　船舶建造借入金の支払利息の計上方法　

船舶建造借入金の建造期間にかかる支払利息については、取得価額に算入しております。　

②　消費税等の会計処理　

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。　

 

(表示方法の変更)

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期貸付金」は、金額的重要性が

乏しくなったため、当連結会計年度より「その他長期資産」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反

映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「長期貸付金」51

百万円、「その他長期資産」981百万円は、「その他長期資産」1,032百万円として組み替えております。
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(追加情報)

１．訴訟事件

　当社が荷主との間で締結した航海用船契約（貨物輸送契約）によって委託を受けた鉄鉱石の海上運送のため、中

国北京市のChina National Chartering Co.Ltd．社（当時の社名China National Chartering Corp.社、以下、

「船主」という）から一航海限りで定期用船した貨物船「オーシャン・ビクトリー」号が、平成18年10月24日、荷

揚港の鹿島港外にて座礁、その後、平成18年12月27日に全損になったことに伴い、船主が、定期用船者である当社

に対して、定期用船契約で定められた、安全港、安全岸壁提供に関する不履行があると主張し、平成22年６月21日

付けで英国高等法院（以下、第一審裁判所）に、同船の全損に係る損害賠償請求訴訟（米貨約１億42百万ドル、並

びに金利及び訴訟費用）を提起しておりました。

　平成25年７月30日（現地時間）、第一審裁判所は、船主に対する損害賠償金１億37百万ドル及びこれに対する金

利28百万ドル並びに訴訟費用の支払いを命じる判決を言い渡したものの、当社はこの判決を不服として直ちに英国

控訴院（以下、第二審裁判所）に対し控訴し、当社には定期用船契約上の不履行はないとして争ってまいりまし

た。

　平成27年１月22日（現地時間）、第二審裁判所は、当社の主張を全面的に認容して第一審判決を取り消し、船主

に対して当社が本件訴訟に費やした訴訟費用を支払うよう命じました。これに伴い、訴訟損失引当金戻入額57億63

百万円並びに訴訟費用戻入額６億48百万円を特別利益に計上しております。

　また、船主は、本判決を不服として、英国最高裁判所（以下、最高裁判所）に対し上告の許可申立てを行い、平

成27年５月20日（現地時間）、当該申立てが認められました。

　当社といたしましては、最高裁判所での上告審においても、第二審判決の内容が維持されるよう適切に対応して

まいります。なお、万が一、当社に何らかの責任があるとの判断がなされた場合においては、航海用船契約に則り

関係先に対し求償をしていく所存であります。

 
２．財務制限条項

 当社の連結子会社は、設備資金調達のため借入契約（借入金のうち347億62百万円）を締結しております。当該

契約には財務制限条項があり、その内容は次のとおりであります。これらの条項に抵触した場合、当該債務の一括

返済を求められる可能性があります。

　　(1) ㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約（借入残高73億46百万円）に係る財務制限条項

① 平成26年３月期末日以降（当該事業年度末日を含む）、各事業年度末日における連結損益計算書及び当社の

単体の損益計算書に記載される経常損益を２期連続して損失としないこと。

② 平成27年３月期末日以降（当該事業年度末日を含む）、各事業年度末日における連結貸借対照表に記載され

る純資産の部の合計金額を159億円以上に維持すること。

③ 平成26年３月期第２四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を153億

円以上に、平成27年３月期第２四半期会計期間末日以降（当該会計期間末日を含む）、各第２四半期会計期

間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を159億円以上に維持すること。

　　(2) ㈱三井住友銀行との借入契約（借入残高174億33百万円）に係る財務制限条項

① 2014年３月期以降各年３月期における連結損益計算書及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を

２期連続してマイナスにしないこと。

② 2015年３月期以降各年３月期における連結純資産の部の金額を159億円以上に維持すること。

　　(3) 三井住友信託銀行㈱をアレンジャーとするシンジケートローン契約（借入残高99億82百万円）に係る財務制限

条項

当社は2015年３月期以降、各第２四半期末及び本決算期末における連結純資産の部の金額を159億円以上に維

持するものとする。

 

　なお、当連結会計年度末において、当社グループに係る借入約定（上記のうち247億80百万円）における財務制

限条項に抵触する事態も発生しておりますが、約定金融機関に対し期限の利益喪失権を行使しないよう要請してお

り、現時点では当該債務の一括返済を求められてはおりません。当社グループは、今後の計画を適宜説明しなが

ら、取引先金融機関に対し引き続き期限の利益喪失権を行使しないことのほか、取引の継続などのご協力並びにご

支援の要請をしてまいります。
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(連結損益計算書関係)

※１　売上原価に含まれる引当金繰入額の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

賞与引当金繰入額  84百万円  81百万円

退職給付費用  49　〃 34　〃

特別修繕引当金繰入額  573　〃  468　〃
 

 

※２　一般管理費のうち主要なものは次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

役員報酬 449百万円 467百万円

従業員給与 2,143　〃 2,093　〃

賞与引当金繰入額 128　〃 112　〃

退職給付費用 △8　〃 △24　〃

福利厚生費 517　〃 504　〃

貸倒引当金繰入額 0　〃 142　〃
 

 

※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

船舶  1,959百万円 7,006百万円
 

 

※４ 減損損失

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

当社グループは、次の資産グループについて減損損失を計上しました。

(1) 減損損失を認識した資産グループ及び減損損失の金額

資産グループ 種類 用途 減損損失の金額 その他

売却予定資産 建設仮勘定 外航海運業 1,001百万円 建造中の船舶1隻
 

 

(2) 減損損失を認識するに至った経緯

（売却予定資産）

正味売却価額が帳簿価額を下回った資産について、帳簿価額のうち回収可能価額を超過した額を減損損失とし

て特別損失に計上しております。

 

(3) 資産のグルーピングの方法

当社は、各船舶について（特殊仕様船舶については管理会計上の区分にて）、それぞれ独立したキャッシュ・

フローを生み出す最小単位としてグルーピングしております。船舶以外の資産については共用資産としておりま

す。また、売却予定資産及び遊休資産については、個別物件をグルーピングの最小単位としております。

 

(4) 回収可能価額の算定方法

当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額とし、売却予定価格から仲介手数料及び諸経費を差し引いた

金額により算定しております。
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当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

当社グループは、次の資産グループについて減損損失を計上しました。

(1) 減損損失を認識した資産グループ及び減損損失の金額

資産グループ 用途 減損損失の金額 その他

船舶 外航海運業 2,705百万円 3隻
 

　

(2) 減損損失を認識するに至った経緯

（船舶）

現下の低迷した外航海運及び売船市況により収益性の低下が認められた資産について、帳簿価額のうち回収可

能価額を超過した額を減損損失として特別損失に計上しております。

　

(3) 資産のグルーピングの方法

当社は、各船舶について（特殊仕様船舶については管理会計上の区分にて）、それぞれ独立したキャッシュ・

フローを生み出す最小単位としてグルーピングしております。船舶以外の資産については共用資産としておりま

す。また、売却予定資産及び遊休資産については、個別物件をグルーピングの最小単位としております。

　

(4) 回収可能価額の算定方法

当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額とし、売却予定価格から仲介手数料及び諸経費を差し引いた

金額により算定しております。

　

(連結包括利益計算書関係)

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

その他有価証券評価差額金   

 当期発生額 195百万円 101百万円

 組替調整額 △367 〃 △62　〃

   税効果調整前  △171百万円 39百万円

   税効果額 43 〃 10　〃

   その他有価証券評価差額金  △127百万円 50百万円

繰延ヘッジ損益   
 当期発生額 1,134百万円 △126百万円

 組替調整額  465 〃 401　〃

 資産の取得原価調整額 △1,089 〃 △1,850　〃

   税効果調整前 511百万円 △1,575百万円

   税効果額 26 〃 548　〃

   繰延ヘッジ損益 537百万円 △1,026百万円

為替換算調整勘定   
　当期発生額 △23百万円 19百万円

　　為替換算調整勘定  △23百万円 19百万円

持分法適用会社に対する持分相当額   
　当期発生額 74百万円 12百万円

　組替調整額 24 〃 15　〃

　　持分法適用会社に対する持分相当額 99百万円 27百万円

その他の包括利益合計 484百万円 △928百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

 
１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 263,549,171 ― ― 263,549,171

Ａ種種類株式(株) 15,000,000 16,400,000 ― 31,400,000
 

　
（変動事由の概要）

Ａ種種類株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。

　第三者割当による発行　16,400,000株

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 7,507,374 16,633 ― 7,524,007
 

　
（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　16,633株

 

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

　  　 該当事項はありません。

 

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　     該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

 
１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 263,549,171 149,720,380 ― 413,269,551

Ａ種種類株式(株) 31,400,000 ― ― 31,400,000

Ｄ種種類株式(株) ― 8,500,000 ― 8,500,000
 

　
（変動事由の概要）

普通株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。

　Ａ種種類株式に係る取得請求権の行使による交付　 27,450,979株

　Ｄ種種類株式に係る取得請求権の行使による交付　122,269,401株

Ｄ種種類株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。

　第三者割当による発行　8,500,000株
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２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 7,524,007 19,868 ― 7,543,875

Ａ種種類株式(株) ― 1,400,000 ― 1,400,000

Ｄ種種類株式(株) ― 6,491,000 ― 6,491,000
 

　
（変動事由の概要）

普通株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　19,868株

Ａ種種類株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。

　普通株式対価取得請求権の行使による取得　1,400,000株

Ｄ種種類株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。

　普通株式対価取得請求権の行使による取得　6,491,000株

 

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

　  　 該当事項はありません。

 

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　     該当事項はありません。

 

 

(連結貸借対照表関係)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

有形固定資産の減価償却累計額 56,151百万円 31,153百万円
 

 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

投資有価証券(株式) 642百万円 285百万円
 

 

※３　担保に供されている資産及び担保に係る債務

担保（譲渡担保等を含む）に供されている資産及び担保に係る債務は次のとおりであります。　

担保（譲渡担保等）に供されている資産

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

船舶  94,486百万円  71,873百万円
 

 

 

上記船舶のほかに、当社グループ
が保有する船舶が従事する輸送契
約にかかる債権を譲渡担保として
提供しており、かつ同専用船に係
る用船料の入金口座の一部198百万
円が質権設定されております。

上記船舶のほかに、当社グループ
が保有する船舶が従事する輸送契
約にかかる債権を譲渡担保として
提供しており、かつ同専用船に係
る用船料の入金口座の一部1,194百
万円が質権設定されております。

 

 

担保に係る債務

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

短期借入金  11,033百万円  5,269百万円

長期借入金  70,213　〃 58,055 〃

計  81,246百万円  63,325百万円
 

 

 ４　保証債務
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他の債務者の金融機関等からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。　

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
 

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

Westralian Bulk Charter
Services Pty Ltd.

 494百万円 従業員持家制度  103百万円

従業員持家制度  148　〃   

計  642百万円   103百万円
 

 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま

　　す。

 
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

現金及び預金勘定  20,598百万円  20,941百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

 △100　〃  △0　〃

現金及び現金同等物  20,498　〃 20,940　〃
 

 

※２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

　前連結会計年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

該当事項はありません。

 
　当連結会計年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

株式の売却により連結子会社でなくなった会社２社の連結除外時の資産及び負債の主な内訳並びに当該会社株式

の売却価額と売却による収入（純額）との関係は次のとおりであります。

流動資産 1,771百万円

固定資産 7,493 〃

流動負債 △1,397 〃

固定負債 △4,877 〃

少数株主持分 △1,077 〃

株式の売却益等 569 〃

 株式の売却価額 2,483百万円

 株式売却に伴う付随費用 △75 〃

現金及び現金同等物 △1,534 〃

 差引：売却による収入 873百万円
 

 

　３　重要な非資金取引の内容は、次のとおりであります。　

 
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

船舶の取得及びこれに伴い承継し
た債務の額

1,784百万円 ―
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(リース取引関係)

１．ファイナンス・リース取引　

（借主側）　

所有権移転ファイナンス・リース取引　

(１)　リース資産の内容　

有形固定資産

外航海運業における船舶及び機械装置であります。　

(２)　リース資産の減価償却の方法　

自己所有の有形固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。　

 

２．オペレーティング・リース取引　

（借主側）　

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料　

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

一年以内  2,595百万円  2,645百万円

一年超 9,966　〃 4,286　〃

合計 12,562百万円 6,931百万円
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(金融商品関係)

 

１. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループの資金調達方針といたしましては、設備投資計画に応じた銀行からの借入れにより資金調達してお

ります。また、運転資金につきましては、主に銀行借入及び社債の発行によっております。

　デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

受取手形及び営業未収金等の営業債権は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、主に運送契約の相手先であ

る大手の鉄鋼会社、総合商社及び電力会社等に対する債権であります。また、当社グループは主に外航海運業を展

開していることから生じる外貨建ての営業債権については、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券

である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に資本上または業務上関係を有する取引先企業の

株式であります。

　営業未払金等の営業債務のうち外貨建ての営業債務については、営業債権と同様に、為替の変動リスクに晒され

ております。短期借入金及び社債は、運転資金調達に対するものであり、また長期借入金及びファイナンス・リー

ス取引に係るリース債務については、主に船舶に係る設備投資に対するものであり、設定された借入比率又は与信

枠に基づき、大手金融機関より資金調達を行っておりますが、これらのうち一部の借入金は変動金利の変動リスク

に晒されております。

　デリバティブ取引といたしましては、予算に基づいた想定される米ドル建ての経常的収益、当社グループ各社の

船舶等の設備取得に係る債務の履行等に対する為替の変動リスクのヘッジを目的とした為替予約取引等、また船舶

等設備投資に対応する一部の借入金に係る変動金利の変動リスクのヘッジを目的とした金利スワップ等を実行して

おります。なお、ヘッジの有効性の評価は、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎に判定しております。ただし、特例処理によっている

金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社グループでは、主に大手の鉄鋼会社、総合商社及び電力会社等を中心に営業を展開しておりますが、新規の

取引先については、営業各部門にて、外部調査機関等からの情報に基づき、その取引先の財務状況の健全性等を調

査することにより、取引先に対する契約不履行等に係るリスクの低減を図っております。また、営業債権について

は、経理部門により定期的に社内報告を行い、未回収の営業債権の早期回収を図っております。

　デリバティブ取引につきましては、大手金融機関のみを取引相手としており、信用リスクの減殺に努めておりま

す。
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② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

当社グループが保有する投資有価証券は主に取引先企業の株式であり、主管部署である財務部門にて定期的に時

価を把握しておりますが、短期的な売買差益の獲得を保有目的としてはおりません。

　また、当社グループでは、為替の変動リスク及び金利の変動リスクに対して、為替予約取引及び金利スワップ取

引等のデリバティブ取引を行うことにより、それぞれの変動リスクの抑制に努めております。当社グループは、デ

リバティブ取引を行うにあたり、投機目的のためにこれらの取引を利用しない方針であり、取引の目的、対象とな

る取引の内容、主管部署等を定めた先物取引規則に基づき、職務権限規定に従った社内決裁を経たうえで取引を行

うこととしております。取引実績につきましては、主管部署が契約状況、実績及び時価評価等の管理を行っており

ます。

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

主管部署である財務部門が、予算及び中期経営計画に基づいて作成する資金計画表を、毎月の資金繰実績や今後

予定されている資産の売却及び借入金の償還等と照合、随時更新することにより手許流動資金を管理しているほ

か、主要金融機関とコミットメントライン契約を締結し、資金調達に係るリスクの低減を図っております。

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関す

る契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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２. 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが

極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注２)を参照ください。)

 

　前連結会計年度（平成26年３月31日）

(単位：百万円)

 
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金及び預金 20,598 20,598 ―

(2) 受取手形及び営業未収金 10,434   

貸倒引当金(※１) △44   

 10,390 10,390 ―

(3) 代理店債権 2,483 2,483 ―

(4) 未収入金 542 542 ―

(5) 有価証券及び投資有価証券 557 557 ―

(6) 営業未払金 (11,916) (11,916) ―

(7) 短期借入金 (20,194) (20,194) ―

(8) 未払法人税等 (234) (234) ―

(9) 社債 (5,290) (5,290) △0

(10) 長期借入金 (89,330) (88,134) △1,195

(11) リース債務 (2,919) (2,855) △64

(12) デリバティブ取引(※３) 786 786 ―
 

(※１)  受取手形及び営業未収金に計上している貸倒引当金を控除しております。

(※２) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(※３) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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　当連結会計年度（平成27年３月31日）

(単位：百万円)

 
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金及び預金 20,941 20,941 ―

(2) 受取手形及び営業未収金 9,066   

貸倒引当金(※１) △48   

 9,018 9,018 ―

(3) 代理店債権 2,024 2,024 ―

(4) 未収入金 524 524 ―

(5) 有価証券及び投資有価証券 343 343 ―

(6) 営業未払金 (8,924) (8,924) ―

(7) 短期借入金 (17,568) (17,568) ―

(8) 未払法人税等 (538) (538) ―

(9) 社債 (4,380) (4,260) △119

(10) 長期借入金 (67,937) (67,339) △598

(11) リース債務 (2,666) (2,627) △38

(12) デリバティブ取引(※３) (606) (606) ―
 

(※１)  受取手形及び営業未収金に計上している貸倒引当金を控除しております。

(※２) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(※３) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

 

(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び営業未収金、(3) 代理店債権、並びに(4) 未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

(5) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

 

(6) 営業未払金、(7) 短期借入金、並びに(8) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

(9)社債、(10)長期借入金、並びに(11)リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定す

る方法によっております。変動金利による長期借入金の一部は金利スワップの特例処理の対象とされており、当

該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積

られる利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、「社債」、「長期借入金」並びに「リース債

務」には、連結貸借対照表上、流動負債に含まれる１年内償還予定の社債及び１年内返済予定の長期借入金並び

にリース債務がそれぞれ含まれております。
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(12)デリバティブ取引

　「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

　

(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

区分 平成26年３月31日 平成27年３月31日

非上場株式 911 542
 

　上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握することが極

めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

　

(注３)金銭債権の連結決算日後の償還予定額

　

　前連結会計年度（平成26年３月31日）

  (単位：百万円)

 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 100 ― ― ―

受取手形及び営業未収金 10,434 ― ― ―

代理店債権 2,483 ― ― ―

未収入金 542 ― ― ―

合計 13,561 ― ― ―
 

 

　当連結会計年度（平成27年３月31日）

  (単位：百万円)

 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 0 ― ― ―

受取手形及び営業未収金 9,066 ― ― ―

代理店債権 2,024 ― ― ―

未収入金 524 ― ― ―

合計 11,616 ― ― ―
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(注４)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

　

　前連結会計年度（平成26年３月31日）

  (単位：百万円)

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

短期借入金 20,194 ― ― ― ― ―

社債 310 1,000 1,180 2,800 ― ―

長期借入金 11,058 6,948 10,886 18,365 5,019 37,052

リース債務 253 935 171 1,559 ― ―

合計 31,815 8,883 12,237 22,725 5,019 37,052
 

 

　当連結会計年度（平成27年３月31日）

  (単位：百万円)

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

短期借入金 17,568 ― ― ― ― ―

社債 1,000 1,180 2,200 ― ― ―

長期借入金 5,369 6,799 13,491 4,848 15,643 21,784

リース債務 935 171 1,559 ― ― ―

合計 24,873 8,150 17,251 4,848 15,643 21,784
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(有価証券関係)

１　その他有価証券

前連結会計年度(平成26年３月31日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

区分
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

   

株式 539 242 296

小計 539 242 296

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

   

株式 18 19 △0

小計 18 19 △0

合計 557 261 296
 

 

当連結会計年度(平成27年３月31日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

区分
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

   

株式 328 110 217

小計 328 110 217

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

   

株式 15 15 ―

小計 15 15 ―

合計 343 125 217
 

 

２　連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式 713 367 ―
 

 

当連結会計年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式 155 93 ―
 

 
(デリバティブ取引関係)

１  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度(平成26年３月31日)

該当事項はありません。
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当連結会計年度(平成27年３月31日)

該当事項はありません。

　

(2) 金利関連

前連結会計年度(平成26年３月31日)

(単位：百万円)

 種類 契約額等
契約額等のうち

1年超
時価 評価損益

市場取引以外の

取引

金利スワップ取引

　支払固定・

　　受取変動

2,299 ― △183 △183

合計 2,299 ― △183 △183
 

(注)  時価の算定方法  取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
　

当連結会計年度(平成27年３月31日)

該当事項はありません。

　

２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度(平成26年３月31日)

(単位：百万円)

ヘッジ会計の

方法

デリバティブ

取引の種類等
主なヘッジ対象 契約額等

契約額等のうち
1年超

時価

原則的処理方

法

為替予約取引

未払契約船価

   

  買建    

    米ドル 5,904 ― 1,724

合計 5,904 ― 1,724
 

(注)  時価の算定方法  取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

 
当連結会計年度(平成27年３月31日)

該当事項はありません。
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(2) 金利関連

前連結会計年度(平成26年３月31日)

(単位：百万円)

ヘッジ会計の

方法

デリバティブ

取引の種類等
主なヘッジ対象 契約額等

契約額等のうち
1年超

時価

原則的処理方

法

金利スワップ取引

　支払固定・

　　受取変動

長期借入金 7,157 6,566 (注１)　 △754

金利スワップ

の特例処理

金利スワップ取引

　支払固定・

　　受取変動

長期借入金 1,855 1,394 (注２)

合計 9,013 7,960 ―
 

(注１)  時価の算定方法  取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

(注２)  金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

　　　　め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

 

当連結会計年度(平成27年３月31日)

(単位：百万円)

ヘッジ会計の

方法

デリバティブ

取引の種類等
主なヘッジ対象 契約額等

契約額等のうち
1年超

時価

原則的処理方

法

金利スワップ取引

　支払固定・

　　受取変動

長期借入金 4,178 3,765 (注)　　 △606

 

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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(退職給付関係)

 

１　採用している退職給付制度の概要　

当社につきましては、確定給付年金制度に加入しているほか、選択定年規則による特別加算金の制度がありま

す。　

国内連結子会社につきましては、退職一時金制度または共済制度等の社外積立制度を有しております。　

なお、当社及び連結子会社が有する確定給付年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及

び退職給付費用を計算しております。

 

２　確定給付制度

　(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債及び資産の期首残高と期末残高の調整表

 
    前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

 至　平成26年３月31日)

    当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

 至　平成27年３月31日)

退職給付に係る負債の期首残高 1,345百万円 1,142百万円

退職給付に係る資産の期首残高  △1　〃 △1　〃

期首における退職給付に係る負債と資産の純額 1,343　〃 1,141　〃

　退職給付費用  41　〃  10　〃

　退職給付の支払額  △90　〃 △142　〃

　制度への拠出額  △151　〃  △152　〃

　子会社の連結除外に伴う減少 ― 　〃 △300 〃

退職給付に係る負債の期末残高 1,142　〃 623 〃

退職給付に係る資産の期末残高  △1　〃 　△66 〃

期末における退職給付に係る負債と資産の純額  1,141　〃  557　〃
 

 

　(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表

 
    前連結会計年度

 (平成26年３月31日)

    当連結会計年度

 (平成27年３月31日)

積立型制度の退職給付債務 2,206百万円 2,081百万円

年金資産 △1,976　〃 △2,052　〃

 229　〃 29　〃

非積立型制度の退職給付債務 912　〃 527　〃

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額  1,141　〃  557　〃

   

退職給付に係る負債 1,142　〃 623　〃

退職給付に係る資産 △1　〃 △66　〃

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,141　〃 557　〃
 

 

　(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 41百万円 10百万円
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

繰延税金資産   

 賞与引当金  71百万円  51百万円

 退職給付に係る負債  390　〃 194 〃

 役員退職慰労引当金  7　〃  2　〃

 減損損失  2,030　〃 1,495 〃

 投資有価証券評価損 38　〃 11 〃

 会員権評価損  85　〃 78 〃

 用船契約解約金  24　〃  ― 〃

 特別修繕引当金  134　〃  122　〃

 訴訟損失引当金  1,920　〃  ― 〃

 繰越欠損金  18,551　〃  21,006　〃

 繰延ヘッジ損益  240　〃  177　〃

 その他  408　〃  313　〃

繰延税金資産小計 23,905百万円 23,454百万円

評価性引当額 △23,564 〃 △23,300 〃

繰延税金資産合計  340百万円  153百万円

繰延税金負債   

 圧縮記帳積立金 △408 〃 △334 〃

 特別償却準備金  △3　〃  △2　〃

 その他有価証券
 評価差額金

 △95　〃  △64　〃

 繰延ヘッジ損益  △548 〃  ― 〃

 その他  △531 〃  △126 〃

繰延税金負債合計 △1,588 〃 △527 〃

繰延税金負債の純額  △1,247百万円 △373百万円
 

 

 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれてお

ります。　

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

 流動資産―繰延税金資産  41百万円  17百万円

 固定資産―繰延税金資産  129　〃  82　〃

 流動負債―繰延税金負債  △601　〃  △42　〃

 固定負債―繰延税金負債 △816 〃  △431　〃
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２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳　

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

 法定実効税率  34.34％ 31.83％

 (調整)   
 交際費等永久に損金に
 算入されない項目

 △0.36％ △1.35％

 受取配当金等永久に益金に
 算入されない項目

 5.11％ 24.93％

 評価性引当額  △36.44％ △73.82％

 特定外国子会社当期利益  3.10％ 15.86％

 特定外国子会社留保金課税  △8.37％ △24.5％

 持分法による投資利益  0.12％ 2.34％

 その他  △0.09％ △1.46％

 税効果会計適用後の法人税
 等の負担率

 △2.60％ △26.17％
 

 

３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

 「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年３月31日に公布され

たことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成27年４月１日以降解消され

るものに限る）に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の31.83％から、回収または支払いが見込まれる期間が

平成27年４月１日から平成28年３月31日までのものは29.44％、平成28年４月１日以降のものについては29.33％に

それぞれ変更しております。なお、この変更による影響額は軽微であります。

 

(企業結合等関係)

当連結会計年度(自 平成26年４月１日　至 平成27年３月31日)

重要な事項はありません。

 

(資産除去債務関係)

前連結会計年度(自 平成25年４月１日　至 平成26年３月31日)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度(自 平成26年４月１日　至 平成27年３月31日)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度(自 平成25年４月１日　至 平成26年３月31日)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度(自 平成26年４月１日　至 平成27年３月31日)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会等の社内決議機関が、用船を含む船隊整備案件の妥当性を評価するために、定期的に業績の把握を行っている

ものであります。　

当社グループの主な事業は不定期航路を中心とする海上運送業であり、当社を軸として国外及び国内の輸送事業

を展開しております。

したがいまして、国外における「外航海運業」及び国内における「内航海運業」の２つを報告セグメントとして

おります。「外航海運業」は、本邦からの輸出及び本邦への輸入にかかる海上輸送並びに本邦以外の地域間の海上

輸送を行っており、また「内航海運業」は、本邦内での海上輸送を行っております。

 

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部売上高

又は振替高は、市場価格に基づいております。

 

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

    前連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

　　     (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
(注２）

連結財務諸
表計上額

外航海運業 内航海運業 計

売上高        

  外部顧客への売上高 149,268 11,183 160,451 4,704 165,155 ― 165,155

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― 9 9 901 910 △910 ―

計 149,268 11,192 160,461 5,605 166,066 △910 165,155

セグメント利益又は損失
(△)

△7,611 582 △7,029 345 △6,683 2 △6,681

セグメント資産 145,788 13,842 159,631 2,481 162,112 △1,532 160,580

その他の項目        

　減価償却費 5,632 1,179 6,812 87 6,900 △6 6,893

 持分法適用会社への
 投資額

402 ― 402 128 531 △15 515

 有形固定資産及び
 無形固定資産の増加額

23,079 862 23,941 45 23,987 △933 23,054
 

（注１）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、船舶管理業等の海運附帯事業、船用

品等商品販売業、不動産賃貸業等を含んでおります。

（注２）全てセグメント間取引消去によるものであります。

（注３）セグメント損失(△)は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。
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    当連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

　　     (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
(注２）

連結財務諸
表計上額

外航海運業 内航海運業 計

売上高        

  外部顧客への売上高 135,765 10,584 146,350 5,917 152,267 ― 152,267

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― 6 6 818 824 △824 ―

計 135,765 10,590 146,356 6,736 153,092 △824 152,267

セグメント利益又は損失
(△)

△14,238 579 △13,659 467 △13,192 1 △13,190

セグメント資産 117,482 6,653 124,135 2,908 127,044 △1,686 125,357

その他の項目        

　減価償却費 6,498 1,053 7,551 35 7,587 △6 7,580

 持分法適用会社への
 投資額

148 ― 148 148 296 △15 280

 有形固定資産及び
 無形固定資産の増加額

10,170 2,007 12,178 42 12,221 ― 12,221
 

（注１）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、船舶管理業等の海運附帯事業、船用

品等商品販売業、不動産賃貸業等を含んでおります。

（注２）全てセグメント間取引消去によるものであります。

（注３）セグメント損失(△)は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。
　
 

 

【関連情報】

前連結会計年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

１  製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

      (単位：百万円)

日本 豪州
アジア

(日本を除く)
米国

北米

（米国を除く）

オセアニア

（豪州を除く）
その他 合計

14,040 45,699 41,269 15,748 7,571 8,831 31,994 165,155
 

（注）売上高の主なものは、外航に係る海運業収益であり、積揚地等の国又は地域に分類しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

 

３  主要な顧客ごとの情報

  (単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

新日鐵住金㈱ 30,257 外航海運業
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当連結会計年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)

１  製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

      (単位：百万円)

日本 豪州
アジア

(日本を除く)
米国

北米

（米国を除く）

オセアニア

（豪州を除く）
その他 合計

13,560 37,676 37,233 11,450 6,756 10,436 35,152 152,267
 

（注）売上高の主なものは、外航に係る海運業収益であり、積揚地等の国又は地域に分類しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

 

３  主要な顧客ごとの情報

  (単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

新日鐵住金㈱ 21,661 外航海運業
 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

     (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計

外航海運業 内航海運業 計

減損損失 1,001 ― 1,001 ― ― 1,001
 

 

当連結会計年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)

     (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計

外航海運業 内航海運業 計

減損損失 2,705 ― 2,705 ― ― 2,705
 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

　該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)

　該当事項はありません。
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【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

　該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)

　該当事項はありません。

　

【関連当事者情報】

　

 関連当事者との取引

(１) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

前連結会計年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

種類
会社等
の名称

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

(％)

関連当事者との関係
取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末
残高

(百万円)役員の
兼任等

事業上
の関係

その他
の関係
会社

㈱商船三
井

東京都
港区

65,400
船舶の運航
等

直接　26.95
転籍２人
兼任１人

船舶の共
同運航及
び船舶の
貸渡

増資の引受け
(注1)

15,000 ― ―

法人主
要株主

新日鐵住
金㈱
 

東京都
千代田
区

419,524
鉄鋼の製造
販売等

直接　14.53 転籍１人
鉄鋼原料
及び製品
の輸送

貨物運賃
(注2,3)

30,257

海運業
未収金

2,099

海運業
未払金

16
 

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１)　当社が行った第三者割当増資を引き受けたものであります。

(注２)　貨物輸送契約（契約が１年以上）の貨物運賃及び短期貨物輸送契約（契約が１年以内）並びにスポットの貨物

運賃については、主として契約締結時の市況にて、交渉のうえ、決定しております。また、長期貨物輸送契約

につきましても、当社が第三者と締結する一般的取引条件と、基本的に同様であります。

(注３） 消費税等については、取引金額には含まず、期末残高には含んでおります。

 

当連結会計年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)

種類
会社等
の名称

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

(％)

関連当事者との関係
取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末
残高

(百万円)役員の
兼任等

事業上
の関係

その他
の関係
会社

㈱商船三
井

東京都
港区

65,400
船舶の運航
等

直接　16.99
転籍２人
兼任１人

船舶の定
期用船

用船契約の解
約

(注1)
― ― ―

法人主
要株主

新日鐵住
金㈱
 

東京都
千代田
区

419,524
鉄鋼の製造
販売等

直接　9.11 ―
鉄鋼原料
及び製品
の輸送

貨物運賃
(注2,3,4)

14,182 ― ―

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１)　取引条件及び取引金額は、定期用船契約に基づいて、協議のうえ決定しております。

(注２)　貨物輸送契約（契約が１年以上）の貨物運賃及び短期貨物輸送契約（契約が１年以内）並びにスポットの貨物

運賃については、主として契約締結時の市況にて、交渉のうえ、決定しております。また、長期貨物輸送契約

につきましても、当社が第三者と締結する一般的取引条件と、基本的に同様であります。

(注３） 新日鐵住金株式会社は、平成26年11月７日付けで同社の当社に対する議決権所有割合が減少したことにより、

法人主要株主には該当しないこととなりました。取引金額については平成26年11月７日までのものを記載して

おります。

(注４） 消費税等については、取引金額には含んでおりません。
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(イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前連結会計年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

　　　該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)

　　　該当事項はありません。

 

(２) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引

前連結会計年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

　　　該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)

　　　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

EDINET提出書類

第一中央汽船株式会社(E04238)

有価証券報告書

 83/115



 

(１株当たり情報)

 
前連結会計年度

(自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日)

１株当たり純資産額  △73.00円 △56.56円

１株当たり当期純損失金額  60.26円 11.25円
 

(注)１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純

損失であるため、記載しておりません。

　

(注)２　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日)

当期純損失（百万円） 15,429 3,307

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純損失（百万円） 15,429 3,307

普通株式の期中平均株式数（株） 256,033,629 293,940,609

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要

Ａ種種類株式 Ａ種種類株式、Ｄ種種類株式

なお、概要は「第４　提出会社の状況、(1)株式の総数等」
に記載の通りであります。

 

 

(注)３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 13,781 17,011

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 32,471 39,958

（うちＡ種種類株式（百万円）） (31,400) (31,400)

（うちＤ種種類株式（百万円）） ― (8,500)

（うち少数株主持分（百万円）） (1,071) (58)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） △18,689 △22,947

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数（株）

256,025,164 405,725,676
 

 

 

(重要な後発事象)

　　　 該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

 

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保 償還期限

 第１回無担保私募債
平成25年
３月29日

310 　― 3.45 無担保社債
平成27年
３月27日

 第２回無担保私募債
平成25年
３月29日

430 430 3.53 無担保社債
平成28年
９月29日

当社 第３回無担保私募債
平成25年
３月29日

1,000
1,000
(1,000)

3.50 無担保社債
平成28年
３月29日

 第４回無担保私募債
平成25年
３月29日

750 750 3.55 無担保社債
平成29年
３月29日

 第５回無担保私募債
平成25年
３月29日

2,800 2,200 3.60 無担保社債
平成30年
３月29日

合計 ― ― 5,290
4,380
(1,000)

― ― ―
 

(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

1,000 1,180 2,200 ― ―
 

 

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 20,194 17,568 1.46 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 11,058 5,369 1.65 ―

１年以内に返済予定のリース債務 253 935 1.89 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

78,272 62,567 1.82
平成28年11月～
平成40年７月

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)

2,665 1,730 1.28
平成28年12月～
平成30年３月

その他有利子負債
 未払金

 
650

 
138

 
3.90

 
―

 長期未払金 261 351 3.90 平成29年６月

合計 113,356 88,661 ― ―
 

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)、及び長期未払金の連結決算日後５年内にお

ける返済予定額は以下のとおりであります。

区分
１年超２年以内

(百万円)
２年超３年以内

(百万円)
３年超４年以内

(百万円)
４年超５年以内

(百万円)

長期借入金 6,799 13,491 4,848 15,643

リース債務 171 1,559 ― ―

長期未払金 285 65 ― ―
 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
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(2) 【その他】

 

当連結会計年度における四半期情報等

 

（累計期間）

第１四半期
連結累計期間

(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

第２四半期
連結累計期間

(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

第３四半期
連結累計期間

(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

第68期
連結会計年度

(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

売上高 (百万円) 40,106 80,255 119,595 152,267

税金等調整前四半期
純利益又は税金等調
整前四半期（当期）
純損失（△）

(百万円) △2,363 △4,512 35 △2,568

四半期（当期）純損
失金額（△）

(百万円) △2,521 △4,853 △583 △3,307

１株当たり四半期
（当期）純損失金額
（△）

(円) △9.85 △18.96 △2.19 △11.25

 

 

（会計期間）

第１四半期
連結会計期間

(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

第２四半期
連結会計期間

(自 平成26年７月１日
至 平成26年９月30日)

第３四半期
連結会計期間

(自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日)

第４四半期
連結会計期間

(自 平成27年１月１日
至 平成27年３月31日)

１株当たり四半期純
利益金額又は四半期
純損失金額（△）

(円) △9.85 △9.11 15.08 △7.42

 

 

重要な訴訟事件等

　「追加情報」１．訴訟事件をご参照ください。
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２ 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【損益計算書】

           (単位：百万円)

          前事業年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

海運業収益   

 運賃   

  貨物運賃 125,050 97,658

 貸船料 27,169 25,762

 その他海運業収益 367 369

 海運業収益合計 152,586 123,790

海運業費用   

 運航費   

  貨物費 2,459 1,278

  燃料費 42,949 32,498

  港費 14,827 12,182

  その他運航費 641 388

  運航費合計 60,877 46,347

 船費   

  船員費 289 239

  賞与引当金繰入額 16 14

  退職給付費用 △4 △35

  船舶減価償却費 1,431 1,342

  その他船費 67 61

  船費合計 1,800 1,623

 借船料 93,084 86,147

 その他海運業費用 3,388 3,611

 海運業費用合計 159,151 137,730

海運業損失（△） △6,565 △13,939

一般管理費 ※1  2,599 ※1  2,403

営業損失（△） △9,164 △16,343

営業外収益   

 受取利息 171 178

 受取配当金 ※2  5,726 ※2  1,735

 為替差益 176 1,064

 その他営業外収益 67 339

 営業外収益合計 6,142 3,317

営業外費用   

 支払利息 613 568

 社債利息 188 172

 その他営業外費用 542 489

 営業外費用合計 1,344 1,230

経常損失（△） △4,366 △14,256
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           (単位：百万円)

          前事業年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

特別利益   

 固定資産売却益 ※3  19 ※3,※4  3,412

 投資有価証券売却益 367 93

 関係会社株式売却益 - 1,936

 訴訟損失引当金戻入額 - 5,763

 訴訟費用戻入額 - 648

 用船契約解約金 - 91

 特別利益合計 386 11,945

特別損失   

 訴訟損失引当金繰入額 6,034 -

 関係会社損失負担金 1,001 -

 用船契約解約金 ※5  2,451 345

 特別損失合計 9,486 345

税引前当期純損失（△） △13,466 △2,656

法人税、住民税及び事業税 40 48

法人税等調整額 △47 △44

法人税等合計 △6 3

当期純損失（△） △13,459 △2,660
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②【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 平成25年４月１日　至 平成26年３月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

当期首残高 20,758 8,293 8,293

当期変動額    

新株の発行 8,200 8,200 8,200

特別償却準備金の取崩    

固定資産圧縮積立金の

取崩
   

別途積立金の取崩    

当期純損失（△）    

自己株式の取得    

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
   

当期変動額合計 8,200 8,200 8,200

当期末残高 28,958 16,493 16,493
 

 

 

株主資本

利益剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計
特別償却準備金

固定資産

圧縮積立金
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 1,075 9 802 13,060 △31,977 △17,028

当期変動額       

新株の発行       

特別償却準備金の取崩  △1   1 ―

固定資産圧縮積立金の

取崩
  △79  79 ―

別途積立金の取崩    △13,060 13,060 ―

当期純損失（△）     △13,459 △13,459

自己株式の取得       

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
      

当期変動額合計 ― △1 △79 △13,060 △318 △13,459

当期末残高 1,075 8 723 ― △32,295 △30,488
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(単位：百万円)

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △4,704 7,319 251 △176 74 7,394

当期変動額       

新株の発行  16,400    16,400

特別償却準備金の取崩      ―

固定資産圧縮積立金の

取崩
     ―

別途積立金の取崩      ―

当期純損失（△）  △13,459    △13,459

自己株式の取得 △1 △1    △1

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
  △119 35 △83 △83

当期変動額合計 △1 2,938 △119 35 △83 2,854

当期末残高 △4,706 10,257 132 △140 △8 10,248
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 当事業年度(自 平成26年４月１日　至 平成27年３月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 28,958 16,493 ― 16,493

当期変動額     

新株の発行 4,250 4,250  4,250

減資 △4,250 △4,250 8,500 4,250

欠損填補  △16,493 △8,500 △24,993

特別償却準備金の取崩     

固定資産圧縮積立金の

取崩
    

当期純損失（△）     

自己株式の取得     

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
    

当期変動額合計 ― △16,493 ― △16,493

当期末残高 28,958 ― ― ―
 

 

 

株主資本

利益剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計
特別償却準備金

固定資産

圧縮積立金
繰越利益剰余金

当期首残高 1,075 8 723 △32,295 △30,488

当期変動額      

新株の発行      

減資      

欠損填補 △1,075   26,069 24,993

特別償却準備金の取崩  △1  1 ―

固定資産圧縮積立金の

取崩
  △62 62 ―

当期純損失（△）    △2,660 △2,660

自己株式の取得      

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
     

当期変動額合計 △1,075 △1 △62 23,473 22,333

当期末残高 ― 6 660 △8,822 △8,154
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(単位：百万円)

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △4,706 10,257 132 △140 △8 10,248

当期変動額       

新株の発行  8,500    8,500

減資  ―    ―

欠損填補  ―    ―

特別償却準備金の取崩  ―    ―

固定資産圧縮積立金の

取崩
 ―    ―

当期純損失（△）  △2,660    △2,660

自己株式の取得 △1 △1    △1

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
  △9 16 7 7

当期変動額合計 △1 5,838 △9 16 7 5,846

当期末残高 △4,707 16,095 123 △123 △0 16,094
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③【貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 11,117 13,660

  海運業未収金 10,078 8,218

  貯蔵品 7,281 4,813

  前渡金 2,858 1,721

  繰延及び前払費用 ※1  4,199 ※1  3,536

  代理店債権 ※1  2,644 ※1  1,862

  未収入金 ※1  2,718 ※1  487

  立替金 299 147

  短期貸付金 ※1  1,092 ※1  2,462

  その他流動資産 269 41

  貸倒引当金 △42 △38

  流動資産合計 42,516 36,912

 固定資産   

  有形固定資産   

   船舶 ※2  26,572 ※2  14,483

    減価償却累計額 △10,483 △5,440

    船舶（純額） 16,089 9,043

   建物 364 367

    減価償却累計額 △283 △292

    建物（純額） 81 74

   構築物 12 12

    減価償却累計額 △8 △9

    構築物（純額） 4 3

   機械及び装置 486 571

    減価償却累計額 △160 △248

    機械及び装置（純額） 325 323

   車両及び運搬具 1 1

    減価償却累計額 △1 △1

    車両及び運搬具（純額） 0 0

   器具及び備品 91 91

    減価償却累計額 △75 △77

    器具及び備品（純額） 15 13

   土地 132 132

   有形固定資産合計 16,649 9,592

  無形固定資産   

   ソフトウエア 3 41

   その他無形固定資産 3 3

   無形固定資産合計 6 44
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

  投資その他の資産   

   投資有価証券 548 506

   関係会社株式 9,350 8,831

   出資金 300 299

   従業員に対する長期貸付金 8 8

   関係会社長期貸付金 6,867 4,143

   差入保証金 351 279

   長期前払費用 4 4

   長期前払用船料 2,952 1,998

   前払年金費用 - 64

   会員権 128 128

   その他長期資産 88 284

   貸倒引当金 △42 △181

   投資その他の資産合計 20,557 16,367

  固定資産合計 37,213 26,004

 資産合計 79,730 62,917

負債の部   

 流動負債   

  海運業未払金 10,526 7,109

  1年内償還予定の社債 310 1,000

  短期借入金 ※1,※2  26,857 ※1,※2  23,551

  未払金 ※1  1,141 239

  未払費用 58 50

  未払法人税等 21 8

  繰延税金負債 40 37

  前受金 1,639 1,018

  預り金 1,352 564

  賞与引当金 112 89

  その他流動負債 109 104

  流動負債合計 42,170 33,774

 固定負債   

  社債 4,980 3,380

  長期借入金 ※2  14,986 ※2  8,431

  繰延税金負債 362 309

  退職給付引当金 464 262

  訴訟損失引当金 5,763 -

  長期預り金 104 106

  その他固定負債 650 558

  固定負債合計 27,311 13,048

 負債合計 69,481 46,822
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 28,958 28,958

  資本剰余金   

   資本準備金 16,493 -

   資本剰余金合計 16,493 -

  利益剰余金   

   利益準備金 1,075 -

   その他利益剰余金   

    特別償却準備金 8 6

    固定資産圧縮積立金 723 660

    繰越利益剰余金 △32,295 △8,822

   利益剰余金合計 △30,488 △8,154

  自己株式 △4,706 △4,707

  株主資本合計 10,257 16,095

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 132 123

  繰延ヘッジ損益 △140 △123

  評価・換算差額等合計 △8 △0

 純資産合計 10,248 16,094

負債純資産合計 79,730 62,917
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

　当社は、不定期船航路を中心とする海上運送事業を行っており、国外及び国内の輸送事業を展開しております

が、外航海運市況の低迷が想定より長期化していることにより、業績にも多大な影響を受けております。当社の

船隊の期末現在での平均用船契約残存期間は約６年ですが、海運業費用の約６割を占める用船料は市況対比割高

なため、前事業年度に続き、当事業年度におきましても163億43百万円の営業損失、142億56百万円の経常損失と

なり、訴訟損失引当金戻入額57億63百万円を計上したものの26億60百万円の当期純損失となりました。

　当社はこの市況対比割高なコストの用船契約の解約や保有船舶の売却等による適正な船隊規模への縮小を進め

つつも、現在の外航海運市況の低迷が今後も続き、経営改善策が順調に進まなければ営業損失並びに経常損失が

継続し、また、当社の仕組船子会社に係る設備借入金（当期末残高247億80百万円）について、借入約定における

財務制限条項に抵触し、その結果短期借入金を含む資金繰りにも懸念が生じるおそれがあります。

　そのため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

　そこで、当社は、このような事象又は状況を解消又は改善すべく、資金繰り改善のための緊急施策及び平成26

年３月に策定した中期経営計画を取り進めることに加え、金融機関への取引継続の要請を行っております。

　

(1) 資金繰り改善のための緊急施策

　　① 用船料の減額等

　当社は、現行の低迷した市況対比割高な用船料コストの負担を軽減するため、また資金繰りを改善するため

に、国内船主数十社に対して、一定期間用船料を減額いただくことを要請中であり、平成27年度は総額約96億円

にのぼる資金繰り改善へのご協力が得られる見込みです。

　　② 保有資産の譲渡等

　当社は、外航海運市況が継続して低迷し収益が圧迫されていることに伴う資金繰りの悪化を防ぐため、収益性

の高い保有船舶等の資産の売却の検討を進めております。

(2) 平成26年３月に策定した中期経営計画

　(ⅰ) 市況リスクの低減のための施策

　　① 用船契約の解約等による船隊の縮小

　　② 小型船型へウェイトシフト及び中長期の貨物契約、貸船契約獲得による市況リスクの低減

　大型船型の外航海運市況並びに中古船の売買市況が回復した局面では、市況リスクの低減を図るべく、新規の

中長期貸船契約の成約による収入の固定化、保有船舶の売却及び用船契約の解約等を継続して実施しており、本

年１月から３月にかけて、保有船舶３隻の売却を完了、また５隻の定期用船契約の無償解約を実施しておりま

す。

　(ⅱ) コスト削減策の強化及び継続

　　① 減速運航の強化による燃料消費量削減の継続

　　② 一般管理費削減の継続

　　③ 船用品・潤滑油等の船費の削減の継続

　　④ 港費等の運航費削減の継続

　(ⅲ) 事業再編

　当社は、従来海運会社としての総合力を強化してまいりましたが、現在中期経営計画に基づく事業構造改革を

推進中であり、重点志向する事業領域へ経営資源を配分するため、本年３月に連結子会社であった内航海運事業

会社の株式を第三者へ譲渡いたしました。当社は、経営の効率化を図るため、引き続き売却を含む事業構造改革

を推進してまいります。

(3)　金融機関への取引継続の要請

　当事業年度末において当社の仕組船子会社に係る借入約定における財務制限条項に抵触する事態も発生してお

りますが、約定先金融機関に対する期限の利益喪失請求権を行使しない旨の当社グループの要請に対し、現時点

では当該債務の返済を求められてはおりません。

　当社は、各金融機関へ個別に現状等の説明をすることにより理解を得られ、従来の取引関係は維持されるもの

と考えており、取引先金融機関に対して引き続き期限の利益喪失請求権を行使しないこと及び短期借入金の借り

換え等、取引継続のご協力並びにご支援の要請をしてまいります。
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　以上これらの対応策を順次取り進めておりますが、未だ長期化している海運市況の低迷による影響を受け、市

況対比割高なコストの用船契約の解約や保有船舶の売却等、船腹量の適正規模への修正の途上であり、収益の改

善には未だ至っておりません。

　また、資金繰り改善に向けた保有船舶等の資産売却については現段階で未確定であります。

　さらに期限の利益喪失請求権を行使しないこと及び短期借入金の借り換え等の支援要請は現在継続して実施中

であります。財務制限条項の抵触に関しては、現時点では当該債務の返済を求められてはおらず、当社としては

金融機関から一定の理解を頂いていると考えておりますが、契約上存在している期限の利益喪失請求権は放棄さ

れておりません。

　以上の点において、現時点においても継続企業の前提に関し重要な不確実性が存在するものと認識しておりま

す。

　なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務

諸表には反映しておりません。

 
(重要な会計方針)

１　有価証券の評価基準及び評価方法　

(1) 子会社株式及び関連会社株式　

移動平均法による原価法　

(2) その他有価証券　

時価のあるもの：　

決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)　

時価のないもの：

移動平均法による原価法　

 

２　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法　

時価法　

 

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法　

貯蔵品については先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

 

４　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

 船舶については、主として定額法を採用しておりますが、一部の船舶について定率法を採用しております。ま

た、船舶以外の有形固定資産については、主として定率法によっております。ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物(建物附属設備は除く)については、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

船舶　　　　　　　12年～20年

建物　　　　　　　８年～47年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

自社利用のソフトウェア　５年

(3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

 

５　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準　

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。　
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６　引当金の計上基準　

(1) 貸倒引当金　

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。　

(2) 賞与引当金　

従業員及び執行役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。　

(3) 退職給付引当金　

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産残高に基づき計上しておりま

す。　

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を

用いた簡便法を適用しております。

(4) 訴訟損失引当金 　

訴訟による損害賠償の支払いに備えるため、その経過等の状況に基づき負担見積額を計上しております。

７　収益及び費用の計上基準　

収益及び費用の計上基準は、外航就航船については航海の経過日数に基づいて収益及び費用を計上する航海日割

基準を、内航就航船については貨物の積切時に収益及び費用を計上する貨物積切基準を採用しております。　

 

８　ヘッジ会計の方法 　

(1) ヘッジ会計の方法　

繰延ヘッジ処理によっております。金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしている場合は特例

処理を採用しております。　

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 　

ヘッジ手段：デリバティブ取引(金利スワップ取引） 　

ヘッジ対象：借入金の支払利息の一部に対し、金利スワップ取引を行っております。 　　　

(3) ヘッジ方針　

金利の相場変動による損失の可能性を減殺することを目的としております。　

(4) ヘッジ有効性評価の方法　

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者

の変動額等を基礎に判定しております。ただし、特例処理によっている金利スワップ取引については、有効性の

評価を省略しております。　

 

９　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項　

(1) 船舶建造借入金の支払利息の計上方法　

船舶建造借入金の建造期間にかかる支払利息については、取得価額に算入しております。　

(2) 消費税等の会計処理 　

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。　
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(表示方法の変更)

(貸借対照表関係)

前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期貸付金」は、残高がなくなったた

め、当事業年度より「その他長期資産」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事

業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「長期貸付金」３百万円、

「その他長期資産」84百万円は、「その他長期資産」88百万円として組み替えております。

 

 

(追加情報)

訴訟事件

　当社が荷主との間で締結した航海用船契約（貨物輸送契約）によって委託を受けた鉄鉱石の海上運送のため、中国

北京市のChina National Chartering Co.Ltd．社（当時の社名China National Chartering Corp.社、以下、「船主」

という）から一航海限りで定期用船した貨物船「オーシャン・ビクトリー」号が、平成18年10月24日、荷揚港の鹿島

港外にて座礁、その後、平成18年12月27日に全損になったことに伴い、船主が、定期用船者である当社に対して、定

期用船契約で定められた、安全港、安全岸壁提供に関する不履行があると主張し、平成22年６月21日付けで英国高等

法院（以下、第一審裁判所）に、同船の全損に係る損害賠償請求訴訟（米貨約１億42百万ドル、並びに金利及び訴訟

費用）を提起しておりました。

　平成25年７月30日（現地時間）、第一審裁判所は、船主に対する損害賠償金１億37百万ドル及びこれに対する金利

28百万ドル並びに訴訟費用の支払いを命じる判決を言い渡したものの、当社はこの判決を不服として直ちに英国控訴

院（以下、第二審裁判所）に対し控訴し、当社には定期用船契約上の不履行はないとして争ってまいりました。

　平成27年１月22日（現地時間）、第二審裁判所は、当社の主張を全面的に認容して第一審判決を取り消し、船主に

対して当社が本件訴訟に費やした訴訟費用を支払うよう命じました。これに伴い、訴訟損失引当金戻入額57億63百万

円並びに訴訟費用戻入額６億48百万円を特別利益に計上しております。

　また、船主は、本判決を不服として、英国最高裁判所（以下、最高裁判所）に対し上告の許可申立てを行い、平成

27年５月20日（現地時間）、当該申立てが認められました。

　当社といたしましては、最高裁判所での上告審においても、第二審判決の内容が維持されるよう適切に対応してま

いります。なお、万が一、当社に何らかの責任があるとの判断がなされた場合においては、航海用船契約に則り関係

先に対し求償をしていく所存であります。
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(損益計算書関係)

※１ 一般管理費の主なものは次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

役員報酬 108百万円 93百万円

執行役員報酬 78　〃 92　〃

従業員給与 1,140　〃 954　〃

賞与引当金繰入額 95　〃 74　〃

退職給付費用 △35　〃 △42　〃

福利厚生費 291　〃 251　〃

旅費交通費 111　〃 96　〃

業務委託手数料 283　〃 266　〃

資産維持費 153　〃 155　〃

減価償却費 12　〃 11　〃

コンピューター費用 23　〃 29　〃

貸倒引当金繰入額 ―　〃 134　〃
 

 

※２　関係会社に係る営業外収益の主なものは次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

受取配当金 5,707百万円 1,718百万円
 

 

※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

船舶 19百万円 3,412百万円
 

 

※４　特別利益に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

固定資産売却益 ―百万円 3,412百万円
 

 

※５　特別損失に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

用船契約解約金 630百万円 ―百万円
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(貸借対照表関係)

※１　関係会社に対する資産及び負債

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは次のとおりであります。

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

繰延及び前払費用  872百万円  584百万円

代理店債権  1,751　〃 1,281 〃

未収入金 2,340　〃 172 〃

短期貸付金 1,092　〃 2,462 〃

短期借入金 5,138　〃 5,080 〃

未払金 1,015　〃 ― 〃
 

 

※２　担保に供されている資産及び担保に係る債務

   担保（譲渡担保等を含む）に供されている資産及び担保に係る債務は次のとおりであります。

   担保（譲渡担保等）に供されている資産

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

船舶 15,963百万円 9,043百万円

   

 

上記船舶のほかに、他の会社の所
有する船舶に係る金融機関からの
借入債務18,973百万円を担保する
ため、同船舶が従事する輸送契約
に係る債権を物上保証に供してお
り、かつ同船舶を保有する他の会
社の株式３百万円に対し質権が設
定されております。

上記船舶のほかに、他の会社の所
有する船舶に係る金融機関からの
借入債務19,082百万円を担保する
ため、同船舶が従事する輸送契約
に係る債権を物上保証に供してお
り、かつ同船舶を保有する他の会
社の株式３百万円並びに同船舶に
係る輸送運賃の入金口座139百万
円に対し質権が設定されておりま
す。

 

 

担保に係る債務　

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

短期借入金  1,499百万円  802百万円

長期借入金  11,974　〃 6,264 〃

計  13,474　〃  7,067 〃
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 ３　保証債務

他の債務者の金融機関等からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。　

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

Mars Shipping Co., S.A. 10,802百万円 Mars Shipping Co., S.A. 9,989百万円

Westralian Bulk Charter
Services Pty Ltd.

494　〃 Laurel Maritime Co.,Ltd. 1,672 〃

Laurel Maritime Co.,Ltd. 2,885　〃
Star Bulk Carrier
Co., S.A.

47,568 〃

第一中央内航㈱ 310　〃 Hawk Shipping S.A.  744 〃

Star Bulk Carrier
Co., S.A.

51,858　〃
Thanh Hoa Shipping
Co., S.A.

3,262 〃

Hawk Shipping S.A. 827　〃 Centro Shipping S.A. 718 〃

Osprey Maritime Co.,S.A. 3,755 〃 Phoenix Maritime S.A. 3,627 〃

Pluto Navigation S.A. 3,003　〃 TDC Shipping S.A. 9,788 〃

Thanh Hoa Shipping
Co., S.A.

2,995　〃 Tsukuba Shipping S.A. 9,395 〃

Centro Shipping S.A. 732　〃 その他  391 〃

Phoenix Maritime S.A. 3,928　〃   

TDC Shipping S.A. 10,501　〃   

Tsukuba Shipping S.A. 8,577　〃   

その他 148　〃   

計 100,821百万円 計 87,158百万円
 

 

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

(単位：百万円)

区分
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

(1) 子会社株式 9,303 8,830

(2) 関連会社株式 1 1

計 9,304 8,831
 

上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるもので

あります。

 

 

EDINET提出書類

第一中央汽船株式会社(E04238)

有価証券報告書

102/115



 

(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

繰延税金資産   

 貸倒引当金 27百万円 64百万円

 賞与引当金 35　〃 26 〃

　退職給付引当金 147　〃 76 〃

 減損損失 899　〃 33 〃

 会員権評価損 82　〃 75 〃

 用船契約解約金 141　〃 56 〃

　関係会社損失負担金 496　〃 424 〃

　訴訟損失引当金 1,920　〃 ― 〃

 繰越欠損金 18,520　〃 21,006 〃

 繰延ヘッジ損益 44　〃 36 〃

 その他  79　〃 40 〃

繰延税金資産小計  22,398百万円  21,841百万円

評価性引当額 △22,398　〃 △21,841 〃

繰延税金資産合計  ―百万円  ―百万円

繰延税金負債   

 特別償却準備金  △3　〃  △2　〃

 圧縮記帳積立金  △337　〃 △274 〃

 その他有価証券
 評価差額金

△61　〃  △51 〃

 その他 ―　〃 △19 〃

繰延税金負債合計 △403　〃 △347 〃

繰延税金負債の純額 △403百万円 △347百万円
 

 

(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

 流動負債―繰延税金負債 △40百万円 △37百万円

　固定負債―繰延税金負債 △362　〃 △309 〃
 

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳　

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

 法定実効税率  34.34％  31.83％

 (調整)   
 交際費等永久に損金に
 算入されない項目

 △0.26％ △0.73％

 特定外国子会社留保金課税  △9.27％ △23.63％

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

 19.12％ 45.35％

 住民税均等割  △0.07％ △0.31％

 評価性引当額  △43.59％ △52.77％

 その他  △0.22％ 0.14％

税効果会計適用後の法人税
等の負担率

 0.05％ △0.13％
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３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

 「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年３月31日に公布され

たことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成27年４月１日以降解消されるも

のに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の31.83％から、回収または支払いが見込まれる期間が平成27年

４月１日から平成28年３月31日までのものは29.44％、平成28年４月１日以降のものについては29.33％にそれぞれ

変更しております。なお、この変更による影響額は軽微であります。

 

 

(重要な後発事象)

　　　 該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【海運業収益及び費用明細表】

 

区分 要目 金額(百万円) 摘要

海運業
収益

外航

運賃 92,127  

貸船料 25,018  

他船取扱手数料 86  

その他 256  

計 117,488  

内航

運賃 5,530  

貸船料 744  

他船取扱手数料 18  

その他 8  

計 6,301  

合計 123,790  

海運業
費用

外航

運航費 44,373  

船費 1,316  

借船料 82,797  

その他 3,607  

計 132,095  

内航

運航費 1,973  

船費 306  

借船料 3,350  

その他 4  

計 5,635  

合計 137,730  

海運業損失 13,939  
 

 

 

【有価証券明細表】

　有価証券の金額が資産総額の１％以下であるため、記載を省略しております。
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【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高

(百万円)

有形固定資産        

船舶 26,572 1,430 13,519 14,483 5,440 1,342 9,043

建物 364 2 ― 367 292 9 74

構築物 12 ― ― 12 9 0 3

機械及び装置 486 126 41 571 248 104 323

車両及び運搬具 1 ― ― 1 1 ― 0

器具及び備品 91 0 0 91 77 2 13

土地 132 ― ― 132 ― ― 132

有形固定資産計 27,662 1,559 13,560 15,661 6,069 1,459 9,592

無形固定資産        

　ソフトウェア ― ― ― 45 4 1 41

　その他無形固定資産 ― ― ― 3 ― ― 3

無形固定資産計 ― ― ― 48 4 1 44

長期前払費用 18 3 3 18 14 3 4
 

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

船舶 取得「GREEN POWER」 1,430百万円  
 

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

船舶 売却「蒼龍丸」 3,160百万円  

船舶 売却「FIRST EAGLE」 4,059百万円  

船舶 売却「FIRST IBIS」 6,299百万円  
 

３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の

記載を省略しております。

 

【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 85 176 ― 42 219

賞与引当金 112 89 112 ― 89

訴訟損失引当金 5,763 ― ― 5,763 ―
 

(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替により取り崩した金額であります。

２．訴訟損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、訴訟事件に対する判決に基づく取崩額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

 

(3) 【その他】

重要な訴訟事件等

　「追加情報」訴訟事件をご参照ください。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日
３月31日

１単元の株式数
普通株式1,000株、Ａ種種類株式1,000株、Ｂ種種類株式1,000株、　　　　　　　　
Ｃ種種類株式1,000株、Ｄ種種類株式１株

単元未満株式の買取り
 
 

取扱場所
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
 

株主名簿管理人
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社

取次所 ―

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告としております。
ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、
東京都において発行する日本経済新聞に掲載しております。
当社の公告掲載URLは次のとおりであります。
http://www.firstship.co.jp/

株主に対する特典 なし
 

(注)　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ

ん。

会社法第189条第２項各号に掲げる権利

会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

 
(1) 有価証券報告書及び

その添付書類、並び
に確認書

 事業年度　
(第67期)

 自　平成25年４月１日　　
至　平成26年３月31日

 平 成 26 年 ６ 月 27
日　　　　
関東財務局長に提出

        
(2) 内部統制報告書及び

その添付書類
 事業年度　

(第67期)
 自　平成25年４月１日　　

至　平成26年３月31日
 平 成 26 年 ６ 月 27

日　　　　
関東財務局長に提出

        
(3) 四半期報告書及び確

認書
 第68期

第１四半期
 自　平成26年４月１日

至　平成26年６月30日
 平成26年８月14日

関東財務局長に提出

   第68期
第２四半期

 自　平成26年７月１日
至　平成26年９月30日

 平成26年11月13日
関東財務局長に提出

   第68期
第３四半期

 自　平成26年10月１日
至　平成26年12月31日

 平成27年２月12日
関東財務局長に提出

        
(4) 臨時報告書    企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第９
号の２（株主総会における
議決権行使の結果）の規定
に基づく臨時報告書

 平成26年７月２日
関東財務局長に提出

        
     企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第４
号（主要株主の異動）の規
定に基づく臨時報告書

 平成26年11月11日
関東財務局長に提出

        
     企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第12
号（財政状態、経営成績及
びキャッシュ・フローの状
況に著しい影響を与える事
象）及び第19号（連結会社
の財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フローの状況
に著しい影響を与える事
象）の規定に基づく臨時報
告書

 平成26年11月27日
関東財務局長に提出

        
     企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第12
号（財政状態、経営成績及
びキャッシュ・フローの状
況に著しい影響を与える事
象）及び第19号（連結会社
の財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フローの状況
に著しい影響を与える事
象）の規定に基づく臨時報
告書

 平成26年12月３日
関東財務局長に提出

        
     企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第12
号（財政状態、経営成績及
びキャッシュ・フローの状
況に著しい影響を与える事
象）及び第19号（連結会社
の財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フローの状況
に著しい影響を与える事
象）の規定に基づく臨時報
告書

 平成27年２月10日
関東財務局長に提出
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     企業内容等の開示に関する
内閣府令第19条第２項第12
号（財政状態、経営成績及
びキャッシュ・フローの状
況に著しい影響を与える事
象）の規定に基づく臨時報
告書

 平成27年２月18日
関東財務局長に提出

        
     企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第12
号（財政状態、経営成績及
びキャッシュ・フローの状
況に著しい影響を与える事
象）及び第19号（連結会社
の財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フローの状況
に著しい影響を与える事
象）の規定に基づく臨時報
告書

 平成27年３月11日
関東財務局長に提出

        
     企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第19
号（連結会社の財政状態、
経営成績及びキャッシュ・
フローの状況に著しい影響
を与える事象）の規定に基
づく臨時報告書

 平成27年３月11日
関東財務局長に提出

        
     企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第12
号（財政状態、経営成績及
びキャッシュ・フローの状
況に著しい影響を与える事
象）及び第19号（連結会社
の財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フローの状況
に著しい影響を与える事
象）の規定に基づく臨時報
告書

 平成27年３月26日
関東財務局長に提出

        
     企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第19
号（連結会社の財政状態、
経営成績及びキャッシュ・
フローの状況に著しい影響
を与える事象）の規定に基
づく臨時報告書

 平成27年５月７日
関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成27年６月26日
 

 

第一中央汽船株式会社

取締役会　御中
 

 

有限責任監査法人　トーマツ  
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　桃　　木　　秀　　一　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　藤　　井　　淳　　一　　㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる第一中央汽船株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算

書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、第

一中央汽船株式会社及び連結子会社の平成27年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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強調事項

継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度に続き、当連結会計年度においても

営業損失及び経常損失が継続、借入約定における財務制限条項に抵触し、短期借入金を含む資金繰りに懸念が生じるお

それがある。その結果、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継

続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる

理由については、当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要

な不確実性の影響は連結財務諸表には反映されていない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

　

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、第一中央汽船株式会社の平成

27年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、第一中央汽船株式会社が平成27年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上

記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し

て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上
　

 

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

　

平成27年６月26日
 

 

第一中央汽船株式会社

取締役会　御中
 

 

有限責任監査法人　トーマツ  
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　桃　　木　　秀　　一　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　藤　　井　　淳　　一　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる第一中央汽船株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第68期事業年度の財務諸表、すなわち、損

益計算書、株主資本等変動計算書、貸借対照表、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ

た。

　

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、第一中

央汽船株式会社の平成27年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。
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強調事項

継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社は、前事業年度に続き、当事業年度においても営業損失

及び経常損失が継続、借入約定における財務制限条項に抵触し、短期借入金を含む資金繰りに懸念が生じるおそれがあ

る。その結果、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の

前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由につ

いては、当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の

影響は財務諸表には反映されていない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上
　

 

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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